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業務概要

令和５年度地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築⽀援に係る調査検討委託業務

1.業務の目的

2050年カーボンニュートラル等の目標達成のためには、国と地⽅の協働・共創による取組が必要不可⽋であり、全国の各地域では、当該地域の強みを⽣かした様々な脱炭素の取組が進
められている。また、近年、我が国では豪⾬や台風による風⽔害が激甚化しており、今後気候変動により⼤⾬や台風のリスクが更に増加することが懸念され、地域の防災性の向上が求められ
ている。こうした中、太陽光や風⼒に代表される再⽣可能エネルギーは、分散型のエネルギー資源として、温室効果ガスの削減による“地域の脱炭素化”に加え、災害時等の停電時での電⼒
確保による“地域の防災性向上” への貢献が期待されている。

地域の再エネ拡⼤に向けて、屋根置き太陽光発電や地域共⽣型の再エネ発電等の既存の取組を着実に推進する必要があるが、敷地内⾃家消費型では⼗分な再エネ電⼒を得られない、
系統利⽤型では系統制約に直⾯する事例も出てきている。こうした中、⾃営線を活⽤した地産地消型のエネルギーシステム（⾃営線マイクログリッド）は、地域の⽐較的⼤きな再エネ発電所
から⾃営線で近隣施設に電⼒供給等をするものであり、これまで環境省補助事業を通じてモデル創出を⽀援してきたところである。

以上の背景を踏まえ、本委託業務はこれまで⾏ってきた⽀援事業を総括し、得られた知⾒・成果を基に今後必要な⽀援の在り⽅を検討することで、地域再エネを活⽤した地産地消の分散
型エネルギーシステム等の普及に貢献することを目的として実施した。

2.業務の成果

(1)地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業について、以下の業務を実施した。

① 事業進⾏中の採択案件に係る事業リスクの評価

補助事業を活⽤して事業進⾏中の採択案件に係る事業リスク等を評価し、必要な対応策を検討し、事業者にフィードバックを⾏った。

② 補助事業に関する調査検討、資料作成

令和３〜５年度に実施した事業者ヒアリングとリスク評価の結果を分析し、事業者が事業計画段階で陥りやすい事業リスクについて事前に確認するための「事前評価シート」を更新した。

ii



業務概要

令和５年度地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築⽀援に係る調査検討委託業務

(2)地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

令和元年度より、地域の脱炭素化に加え投資促進や雇⽤創出、防災性向上を図り、地域の多様な課題を同時解決するローカル SDGs （地域循環共⽣圏）の実現に向けた取り組み
を⽀援することを目的として実施してきた「脱炭素イノベーションによる地域循環共⽣圏構築事業」について、これまでの取組の総括として以下の検討を⾏った。

① これまで⽀援してきた事例の取りまとめを⾏った。

② ①で取りまとめた事例のうち、特に⾃営線マイクログリッドに関する取り組みついて、定量的・定性的な分析を⾏った。

③ ②の分析を基に、今後の⾃営線マイクログリッドモデルの全国展開に向けた課題を整理し、展開可能なモデルを検討した。また法規上の課題についても考慮するなど、全国展開させるにあ
たっての具体的な課題を明確化した。

以上の検討結果について、「地域の再エネを活⽤した地産地消の⾃営線マイクログリッドのはじめかたガイド」として取りまとめた。
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Project Description
FY 2023 Research Study on Supporting the Creation of Decentralized Energy Systems utilizing Local Renewable Energy Sources for Local Energy Production and Consumption

ⅳ

1. Project Objectives

To achieve goals such as carbon neutrality by 2050, it is essential for the national and local governments to work together and co-create. A variety of decarbonization efforts are under way 
around Japan, leveraging local strengths. Storm damage from torrential rains and typhoons has intensified in Japan in recent years, and there are concerns that the risks of impacts from 
extreme weather events will increase further due to climate change. There is an urgent need to improve local disaster resilience. In this context, decentralized sources of renewable energy 
(such as solar and wind power) can help with decarbonization at the regional level by reducing greenhouse gas emissions, and can also help improve disaster resilience by securing 
electricity supplies during power failures in the event of a disaster.

In order to expand local renewable energy, it is necessary to steadily promote existing initiatives such as those that support rooftop photovoltaic and regionally-based renewable electricity 
generation systems. However, in some cases, on-site generation systems do not supply enough renewable electricity for on-site use, or grid-connected systems can have problems with 
grid-related constraints. Under these circumstances, systems for local electricity production for local consumption utilizing private power lines (micro-grids) can supply electricity from a 
relatively large local renewable energy generation plant to nearby facilities using private power lines. To date we have supported the development of models through a subsidy program by 
the Ministry of the Environment.

Based on the above points, we implemented the commissioned work with the aim of contributing to the spread of decentralized energy systems that utilize local renewable energy sources 
for local energy production and consumption, by reviewing supported projects implemented to date under this program, and by considering optimal ways to provide the necessary support 
going forward, based on experience and results obtained to date.

2. Project Results

(1) Assessment and improvement of MOE subsidy programs to create decentralized energy systems utilizing local renewable energy sources for local energy production and 
consumption

The following work was conducted to examine the Ministry of the Environment's subsidy programs to create decentralized energy systems utilizing local renewable energy sources for 
local energy production and consumption in Japan.

(1) Assessment of project risks of approved projects in progress
Making use of the subsidy program we assessed factors including project risks relating to approved projects in progress, considered any necessary countermeasures, and provided 
feedback to project participants.

(2) Research and consideration of the subsidy program, and preparation of reports
We analyzed the results of project participant interviews and risk assessments conducted in the period FY2021-2023, and updated the "pre-assessment sheets” that had been developed to 
identify possible project risks at the project planning stage.



Project Description
FY 2023 Research Study on Supporting the Creation of Decentralized Energy Systems utilizing Local Renewable Energy Sources for Local Energy Production and Consumption

(2) Summary of findings on decentralized energy systems utilizing local renewable energy sources for local energy production and consumption in Japan

The following topics were examined in summarizing efforts from FY2019 to date under the program on “Creation of Decentralized Energy Systems utilizing Local Renewable 
Energy Sources for Local Energy Production and Consumption,” which has been implemented with the aim of supporting efforts to realize local SDGs (circular and ecological 
economy) in order to simultaneously address a variety of regional issues by promoting investment, creating jobs, and improving disaster preparedness, in addition to regional 
decarbonization.

(1) We summarized information about projects that have been supported to date.

(2) Among the projects reviewed in (1) above, in particular, we conducted quantitative and qualitative analysis of private micro-grids.

(3) Based on the analysis in (2) above, we summarized issues that would need to be addressed for future nationwide deployment of the private micro-grid model, and considered the 
potential for such a deployment. In the process, we clarified specific issues to be addressed for nationwide deployment, including regulatory issues.

Based on the results of the work described above, we compiled a “Guide on how to get started with a private micro-grid utilizing local renewable energy.”
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１．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギー
システムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善
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調査の概要

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

表1.1 対象事業の略称と関連する業務項目

対象事業 略称
関連する業務項目

1.1 事業進⾏中の採択案件に
係る事業リスクの評価

1.2 補助事業に関する
調査検討、資料作成

「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」のうち、
「地域の再エネ⾃給率向上やレジリエンス強化を図る⾃⽴・分散型地域エネルギー
システム構築支援事業」

分散エネ事業 〇 〇

「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」のうち、
「⾃動⾞CASE活⽤による脱炭素型地域交通モデル構築支援事業」 脱炭素交通CASE事業 〇 ー
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 「1.1 事業進⾏中の採択案件に係る事業リスクの評価」では、分散エネ事業、脱炭素交通CASE事業の採択案件のうち、事業進⾏中の案件を対象としてヒアリングを実施し、
事業リスクを抽出、評価した。さらに、リスク評価結果を踏まえて必要な対応策を検討し、補助事業者への助⾔や、対応策に関するフィードバックを⾏った。

 「1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成」では、過年度までのリスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析を⾏った上で、令和4年度業務で作成した事前評価シートの⾒
直しを⾏った。また、事業中⽌、計画変更となった要因を分析した。



１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

 調査対象とする環境省補助事業（2事業）の概要を以下に示す。

表1.2 分散エネ事業と脱炭素交通CASE事業の概要
項目 分散エネ事業の概要※ 脱炭素交通CASE事業の概要※

事業の目的と性格
本事業は、我が国が2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会を実現するため、2040年頃を目途に温室効果ガスの排出を実質ゼロとする先導的モデルの構築を目指すものであり、
⾃⽴・分散型地域エネルギーシステムや脱炭素型交通をテーマに、新たなビジネスモデルや技術・制度のイノベーションを適宜取り⼊れながら、新しい時代をリードする⺠間企業等の
先進的な取組を支援することで、継続的なモデル構築を実施していく中⻑期的事業である。

支援メニュー
設備等導⼊事業︓地域の再エネ⾃給率向上やレジリエンス強化を図るため、⾃⽴・分散
型地域エネルギーシステム構築に必要な⾃営線、太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利
⽤設備、蓄熱槽、ガスコージェネレーションシステム、⾞載型蓄電池、充放電設備等及び
これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御機器設備等の導⼊を⾏う事業

設備等導⼊事業︓⾃動⾞CASE活⽤による脱炭素型地域交通モデル構築のため、電
気⾃動⾞、充放電器等及びこれらの設備を運転制御するために必要な通信・制御機器
設備等を導⼊する事業

補助事業の応募者
①地方公共団体、②⺠間企業（上記①と共同申請する事業者に限る。導⼊する設備
等をファイナンスリースにより提供する契約を⾏う⺠間企業を含む。）、③その他環境大臣
の承認を経て協会（本事業の執⾏団体である（一社）低炭素社会創出促進協会）
が適当と認める者

①地方公共団体、②⺠間企業（導⼊する設備等をファイナンスリースにより提供する契
約を⾏う⺠間企業を含む。）、③その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

補助⾦の交付額

補助率3分の2（上限は10億円）
◆ 再エネの変動調整機能のうちガスコージェネレーションシステムについては、補助率は3

分の1
◆⾞載型蓄電池については、蓄電容量（kWh）の2分の1に4万円を乗じて得た額（た

だし、CEV補助⾦の「銘柄ごとの補助⾦交付額」を上限とする。）

補助率2分の1（上限は5億円）
◆ 電気⾃動⾞を購⼊により導⼊する場合は、蓄電容量（kWh）の2分の1に2万円を

乗じて得た額（ただし、CEV補助⾦の「銘柄ごとの補助⾦交付額」を上限とする。）

補助事業期間
原則2年度以内
◆ ただし、応募申請時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施

計画書が提出されることを前提とする。 この場合、補助⾦の交付申請等は、年度ごと
に⾏う必要がある。

原則3年度以内
◆ ただし、応募申請時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施

計画書が提出されることを前提とする。 この場合、補助⾦の交付申請等は、年度ごと
に⾏う必要がある。

補助対象設備

① 再エネの使⽤に係る設備、需要家側での再エネ等の使⽤に際して必要となる設備・⾃
営線・熱導管・受変電設備・再エネの変動調整機能（蓄電システム、蓄熱システム、
EMS機器、ガスコージェネレーションシステム）、⾞載型蓄電池、⾞載型蓄電池を運
転制御するために必要なシステム・設備

② 上記の設備は、⾃⽴・分散型地域エネルギーシステムの構築に必要かつ当該事業に
のみ利⽤する設備で実⽤段階にあるものに限る。

① 電動モビリティ ・ 脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備（ただし、環
境省地球環境局⻑が認めたものに限る。）

② 上記の設備は、脱炭素型地域交通モデル構築に必要かつ当該事業にのみ利⽤する
設備で実⽤段階にあるものに限る。
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対象事業の概要

※分散エネ事業は令和4年度に、脱炭素交通CASE事業は令和3年度に公募が終了しているため、ここでは公表されている最新の概要を示している。また、補助事業は計画策定事業と設備導⼊事業があるが、 本項目では
設備導⼊事業を対象に評価を⾏ったため、設備導⼊事業の概要を示している。



1.1 事業進行中の採択案件に係る事業リスクの評価
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1.1 事業進行中の採択案件に係る事業リスクの評価

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

 事業進⾏中の採択案件に係る事業リスクの評価は、(1)想定される事業リスクの抽出、(2)リスクの評価、(3)対応策の検討の3段階に分けて実施した。

（１）検討手順

1-5

申請書類等からリスクを抽出
既存資料調査での不明点を、確認事項として

ヒアリング調査票に反映

（1）想定されるリスクの抽出 （2）リスクの評価 （3）対応策の検討（助⾔、伴走支援）

リスク 想定されるリスク 事業の現状

需要予測の不
確実性リスク

需要家（需要量）が想
定よりも少なかった場合、
収益が減少する可能性
がある。

コロナ禍を踏まえた
需要変動への対
応の有無は…

資源リスク
資源調達時における量
及び質、調達価格に係
るリスク

不⾜分発生時に
は周辺地域と連
携し…

性能リスク
メンテナンス不⾜及び機
器トラブルによるシステム
効率の低下リスク

機器の異常をいち
早く把握するため、
…

体制リスク 〇〇〇 〇〇〇

既存資料調査
過年度のヒアリング結果や補助事業の申請書

類等を確認し、想定されるリスクを抽出）

ヒアリング調査
（事業者へのヒアリングに

より現状を把握）

現状を踏まえて
リスクを評価

リスクの
抽出

パシフィックコンサルタ
ンツ、北海道環境財
団の2者体制による

リスク評価

各⾃がリスク評価
をすることで、客観
的にリスクを判断

リスク インパクト 評価 確率 評価
需要 コロナ禍による観光客減 大 〇〇 低
〇〇 〇〇〇 ・・・ ・・・

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

調
査
内
容

対応策を検討
し、リスクの評
価結果とともに、
事業者に助⾔
としてフィード
バック

ヒアリング調査を
踏まえて、追加
的な対策が実施
されない場合のリ
スクマップを作成

リスク インパクト 評価 確率 評価
需要 コロナ禍による観光客減

＜対応策＞
観光資源のPR
観光客のニーズ把握

大 〇〇〇〇 低

〇〇 〇〇〇 ・・・ ・・・

補助事業者と類似するリスクを抱える事業者の
対応策例の調査

補助事業の継続や発展に資する情報の調査

・対応策の適⽤事例や手順、相談すべき
相手の情報提供など

・リスクの対応策の紹介
・事業継続に当たっての留意事項などの情
報（有⽤な制度等）を必要に応じて提
供

支援策の内容は、事業者のニーズを
踏まえて柔軟に対応

※各補助事業者に対して作成したリスクマップ（詳細版）や対応策・助⾔の内容は非公表の事業計画に関するものとなるため、本資料には掲載していない。



1.1 事業進行中の採択案件に係る事業リスクの評価

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

 想定されるリスクの抽出に当たっては、リスクを表に示す10種類に分類した。抽出されたリスクについて「インパクト」と「発生確率」の2軸で評価を実施した。

（２）リスクの分類と判定目安

1-6

リスク分類 リスク概要
許認可・法制度
リスク 規制、許認可、制度改正、系統連系に係るリスク

土地リスク 事業⽤地取得時の契約、事業⽤地の利⽤継続に係るリスク

環境リスク 事業活動による環境変化が、人の健康や生態系に影響を及ぼすリスク

完工リスク
コスト・タイムオーバーランにつながる設計・施工（オーバースペックによる初期投資増
を含む）、EPC業者等、社会情勢不安定化に伴う設備の納期遅延、資⾦調達に
係るリスク

資源リスク 必要な資源の量及び質の確保や、調達価格に係るリスク

性能リスク システム効率の低下につながるメンテナンス不⾜、機器トラブルに係るリスク

⾃然災害リスク ⾃然災害（暴風、豪⾬、豪雪、洪⽔、地震等）やそれに伴う土砂災害（斜⾯崩
壊、地滑り等）、落雷等に係るリスク

需要予測の不確
実性リスク

エネルギー需要の変動、感染症の流⾏に伴う人流・施設利⽤状況の変動、契約更
新に係るリスク

追加コスト発生
リスク

機器損傷、物損・人的被害の損害賠償、メーカー保証適⽤事項との不一致、機
会損失、ユーティリティコスト増加、資材の品質基準の不一致、事業終了後の原状
回復等に係るリスク

体制リスク 役割分担や合意形成に関するリスク
オペレーションミス、メンテナンス体制や人材不⾜に係るリスク

項目 レベル 判定の目安

インパクト

小 個々の事業資産のうち一部の⼊替えが発生（中程度
以下の影響）

中 個々の事業資産のうち大部分の⼊替えが発生（重大
な影響）

大 事業停⽌（甚大な影響）

発生確率※

低 多くの事業者が対策を実施している、又は地域固有の
状況によって一部の事業者でのみ顕在化するリスク

中 リスクが顕在化する事業の割合が中程度のリスク

高 事前の対策が未実施又は不⼗分なため、多くの事業
者で 顕在化するリスク

表1.4 リスクレベルの判定目安

図1.1 リスクマップのイメージ

発⽣確率

インパクト

大

高

中

中

小

低

【需要予測の不確実性
リスク】

需要量を年間の総量のみで
判断すると、系統連系協議が
難航する可能性

【許認可・法制度
リスク】

FIT制度の改変等

【完工リスク】
拠点整備事業等との設計内
容の調整が困難

【需要予測の不確実性
リスク】
需要（ニーズ）が想定より
少ない

【追加コスト発⽣リスク】
EVの更新時期、蓄電池価格
低減の⾒通しの⽢さ

【体制リスク】
人材不⾜やマニュアル
不⾜によるメンテナンス
不良

【性能リスク】
設備側のエネルギー需
要変動に放電量が左
右される

分散エネ事業

脱炭素交通
CASE事業

リスクが大きい領域
リスクが大きい領域と
それ以外の領域の境

表1.3 リスクの分類

※内的リスクの判断基準を示す。
外的リスクを含む発生確率の考
え方については次ページ参照

※下線は事業者によるコントロールが困難なリスク（外的リスク）、下線なしは事業者がコントロールできる可能性が
あるリスク（内的リスク）を指す。

出典︓環境省「地域の再生可能エネルギー事業の健全性を高めるための設備導⼊者向けマニュアル」（2020年3
月）よりパシフィックコンサルタンツ（株）作成

【許認可・法制度リスク】
風⼒発電で⾃家消費を前提と
すると、需要家への供給能⼒が
不⾜し特定供給が困難となる可
能性
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１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

事業計画 設計・施工 運転管理 撤去・処分

設
計

完
成

着
工

設
備
の
発
注

資
⾦

調
達

事業化可能性調査、土地の
選定・確保に向けた調整 等

事
業
計
画
の
⽴
案

系統連系協議・その他許認可・法制度対応

電
⼒
供
給
開
始

設備の運転・
維持管理

廃棄
土地の現状回復

事前評価シート（1-17〜1-19参照）では、バックキャスティングの考えで、リスクの発現段階だけでなく対策の検討が必要な時期についても整理

100%

66%

33%

A B C D E F G H I J K

高︓事前の対策が未実施又は不⼗分なため、
多くの事業者（2件/3件程度）で顕在
化するリスク

抽出頻度が高と低の間に
あるリスク

低︓多くの事業者が対策を実
施している、又は地域固
有の状況によって一部の
事業者（1件/3件）で
のみ顕在化するリスク

100%

５年1年 20年

低中高

事業期間
（20年と想定）

⾃然災害や感染病の流⾏、戦争・紛争に
伴うサプライチェーンへの影響など、いつ起こ
るか分からない（不確定性）のある事象
については、相対的な確率として100％起
こる期間がどれくらいかで評価する。

図1.2 内的リスク（事業者がコントロールできるリスク）における発⽣確率の考え⽅ 図1.3 外的リスク（事業者がコントロールできないリスク）における発⽣確率の考え⽅

リスクが顕在化する事業の割合 事業期間内の発生確率

（２）リスクの分類と判定目安
 発生確率は、事業者がコントロールできる可能性のあるリスク（内的リスク）と事業者によるコントロールが困難なリスク（外的リスク）に分けて、それぞれ下図に示す考え方に沿っ

て評価した。

リスクの
種類
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（３）リスクの評価

表1.5 ヒアリングの概要

 2023年度時点で事業が進⾏中の4団体に対して、ヒアリングを実施した。

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

１）ヒアリング調査

事業名 事業実施団体名※ 事業
実施場所 事業期間 ヒアリング実施日 会議形式 備考

①地域の再エネ⾃給率向
上やレジリエンス強化を図
る⾃⽴・分散型地域エネ
ルギーシステム構築支援
事業

京セラコミュニケーションシステ
ム株式会社・北海道電⼒株
式会社

北海道
石狩市 〜2023年度 10月23日（月）

15:00〜17:00 ハイブリッド形式
京セラコミュニケーションシステム株式
会社 会議室＋WEB開催
（Zoom）

ENEOS株式会社 静岡県
静岡市 〜2023年度 8月3日（木）

10:00〜12:00 ハイブリッド形式 ENEOS株式会社 会議室＋
WEB開催（Zoom）

株式会社エヌディエス 岡山県
高梁市 〜2023年度 10月20日（⾦）

13:00〜15:00 ハイブリッド形式 PCKK会議室＋WEB開催
（Zoom）

②⾃動⾞CASE活⽤によ
る脱炭素型地域交通モデ
ル構築支援事業

東武鉄道株式会社・株式会
社JTB・栃木県・オリックス⾃動
⾞株式会社・株式会社JTBコ
ミュニケーションデザイン・株式
会社トヨタレンタリース栃木

栃木県
日光市 〜2023年度 8月8日（火）

15:00〜17:00 ハイブリッド形式 東武鉄道株式会社 会議室＋
WEB開催（Zoom）

※太字下線︓ヒアリングを実施した事業実施団体
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（３）リスクの評価

表1.6 代表的なリスク（分散エネ事業）

イ
ン
パ
ク
ト

発生確率

想定されるリスク インパクト
の評価 インパクトの評価の理由 発⽣確率

の評価 確率の評価の理由

1
＜運転管理段階＞
【追加コスト発⽣リスク】
更新費・維持費の過小⾒積による
ランニングコストの増加リスク

中

更新費や維持費について詳細に検討せず、ランニングコストとして計上しなかった場合、
事業運営後に想定外のコストが発生し採算性に悪影響を及ぼす可能性がある。
＜対応策＞
・法定耐⽤年数や実際の更新時期を考慮して詳細な更新計画を作成する。
・設備の劣化状況や設備の価格変動、災害の頻度等を考慮し、余裕のある更新
計画となるよう適宜⾒直しを⾏う。

中
キャッシュフローにおいて設備更新費を⾒
込まなければ本事象の発生は避けられな
いが、設備更新費を適切に⾒込むことで
発生を回避できるため中程度とする。

2

<運転管理段階>
【需要予測の不確実性リスク】
需要量が想定どおり確保できず、電
気や熱の売却による収⼊が減少す
るリスク

中

需要家の獲得や契約が不調となったり、エネルギー需要量が計画値を下回った場合
には、電気や熱の売却による収⼊が減少し、採算性が悪化する可能性がある。
＜対応策＞
・事業に意欲のある主体や事業に直接参画している主体で供給・需要体制を構築す
る。

・需要施設が公共施設の統廃合計画の対象施設となっていないか、将来にわたって
需要が確保できる施設であるかを確認する。

・需要施設の選定に当たり、できるだけ⽤途の違う施設を組み合わせる。

中

需要変動を適切に把握できなければ、
本事象の発生は避けられないが、需要
施設の選定や将来需要の低減を⾒越
したシミュレーションを⾏うことで、リスクを
一定程度回避できることから中程度とす
る。

3

＜運転管理段階＞
【追加コスト発生リスク】
購⼊電⼒・熱の調達量増加や価格
高騰が想定を上回ることによるエネ
ルギーコストの増加リスク

中

発電電⼒量の不⾜や需要量の増加によって購⼊電⼒・熱の調達量が増加したり、資
源価格の高騰などで電気代、燃料費が高騰すると、エネルギーコストが増加し採算性
に悪影響を及ぼす可能性がある。
＜対応策＞
・相対契約による地域新電⼒やPPA事業等など、多様な調達先を確保することで、卸

電⼒市場の価格高騰時に柔軟に調達先を調整できるようにする。
・再エネ設備を増設し、⾃家消費率を高めて他者からの購⼊電⼒量等を減少させる。

中

近年電気代や燃料価格は上昇傾向に
あり、今後も価格高騰が続く可能性は一
定程度ある。エネルギー需給シミュレー
ションを実施することで外部調達量増加
のリスクを一定程度回避できることから中
程度とする。

4

＜設計・施工段階＞
【土地リスク】
設備の設置場所に係る土地利⽤
契約等に不調があり設備設置に支
障が生じるリスク

中〜大

設備等の設置場所に係る土地について、関係主体との調整が難航して利⽤契約が締
結できなければ、工事の遅れなどにつながる可能性がある。
＜対応策＞
・事業計画地の候補を検討する際に、ステークホルダーの関係性がシンプルであるなど、
⽤地取得に関するリスクを含めて勘案した上で事業場所を選定する。

・土地の所有者だけでなく現在の使⽤者など、全ての関係者に対して協議、調整を⾏
うとともに、必要に応じて社外の専門家の助⾔等を仰ぐ。

低
事業計画段階で通常は土地に関する
関係者の洗い出し、調整・交渉が実施
されるため、本リスクが発生する可能性
は低いと考えられる。

1
2

3

4

 分散エネ事業（2023年度進⾏中事業）の代表的なリスクとして、追加コスト発生リスク、需要予測の不確実性リスク、土地リスクが抽出された。更新費・維持費の過小⾒積に
よるランニングコストの増加リスクや需要量が想定を下回ることによる収⼊減少については、複数の事業でリスクとして抽出された。

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

図1.4 事業リスクマップ
（分散エネ事業）

２）分散エネ事業の評価結果
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（３）リスクの評価

想定されるリスク インパクト
の評価 インパクトの評価の理由 発⽣確率

の評価 確率の評価の理由

1
＜運転管理段階＞
【需要予測の不確実性リスク】
カーシェアの利⽤が休日に偏在し、稼働率
が高まらないリスク

中

カーシェアの利⽤が休日に偏在し、平日の稼働率が高まらない場合は事業採
算性に影響を及ぼす可能性がある。

＜対応策＞
・最寄りの鉄道駅やターミナル駅などでカーシェアのPRを積極的に⾏い、利⽤
の増加を図る方策を検討する。
・利⽤の平準化を目指し、地元企業等による法人利⽤や公共利⽤などの需
要先を開拓する。

中〜高
一般にカーシェア事業は休日に比べて平日の
利⽤が低迷する可能性があり、対策を講じな
ければ、本リスクが発生する可能性は比較的
高い。

2
＜運転管理段階＞
【追加コスト発⽣リスク】
設備の更新や変更に伴う経費発生リスク

中

利⽤者ニーズに応じたEV⾞の変更や、充電設備の交換・更新等に係る経費
を適切に⾒込んだ更新計画を作成していない場合、想定外の経費支出によ
り事業採算性が悪化する可能性がある。

＜対応策＞
・法定耐⽤年数や実際の更新時期を考慮して詳細な更新計画を作成する。
・設備の劣化状況や設備の価格変動、災害の頻度等を考慮し、余裕のある
更新 計画となるよう適宜⾒直しを⾏う。

中
キャッシュフローにおいて設備更新費を⾒込ま
なければ本事象の発生は避けられないが、設
備更新費を適切に⾒込むことで発生を回避で
きるため中程度とする。

3
＜運転管理段階＞
【完工リスク】
半導体不⾜等の外的要因により資機材
が計画どおり調達できないリスク

中

充電設備の設置やEV⾞両を導⼊・更新する際、半導体不⾜等により調達
が遅れると計画⾒直しなど事業に影響が生じる。

＜対応策＞
・設備等の更新を適切に計画し、納期の確実な把握と余裕を持った発注に
留意する。

中

現時点では半導体不⾜は解消されつつあるが、
今後の設備更新の際、半導体不⾜の可能性
やエネルギー価格、賃⾦等の上昇により、資機
材価格や工事費が上昇し、調達や施工に支
障が発生する確率は一定程度ある。

4
＜運転管理段階＞
【性能リスク】
通信環境に異常や障害等が起き、システ
ムが適切に運⽤されないリスク

小〜中

通信キャリアに⻑期間のトラブルが発生したり、事業の想定区域内に電波が
微弱なエリアが広範囲にあると、スマートフォンを利⽤する予約システム利⽤に
支障が生じる。

＜対応策＞
・通信キャリアごとの電波の概況を把握し、防災⾯や緊急時などにおける対応
の必要性について、地方公共団体等と一体的に改善要望を進める。

中〜高

主たる目的地が分散し、電波が弱いエリアが
広範囲にあると、予約システムへのアクセスに支
障が生じる頻度が高くなり、また、事故や災害
等の緊急連絡が必要とされる場合も想定され
ることから、本リスクが発生する可能性は一定
程度ある。

図1.5 事業リスクマップ
（脱炭素交通CASE事業）

表1.7 代表的なリスク（脱炭素交通CASE事業）

 脱炭素交通CASE事業（2023年度進⾏中事業）の代表的な事業リスクとして、需要予測の不確実性リスク、追加コスト発生リスク、完工リスク、性能リスクが抽出された。 特
に需要予測の不確実性リスクはEVカーシェアの稼働率に影響し、事業性を左右するため⼗分な対策を講じる必要がある。

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

イ
ン
パ
ク
ト

発生確率

12

43

３）脱炭素交通CASE事業の評価結果
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１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

イ
ン
パ
ク
ト

大

中

小

高

中

低

発
生
確
率

リ
ス
ク
項
目
①

リ
ス
ク
項
目
②

事業者の対策余地が
小さいと思われるリスク

事業者の対策余地が大きいと思われるリスク
⇒同一事業者が年度にわたり対策を取った

or 事業者（事業環境）によってリスクが変わり得る
⇒リスクを回避するための留意事項や対応策を抽出

リ
ス
ク
項
目
③

・・・

 令和4年度業務で作成した「事前評価シート」に追記すべきリスク項目や対応策を明らかにすることを目的として、令和3〜令和5年度業務において実施したヒアリング（中⽌となった
案件を含む）の結果より抽出された全リスクを要因ごとに分類し、それぞれの項目で評価結果の幅（ばらつき）について分析した。

リスクA (中~大、中)

リスクB (大、低)

リスクC (中、中)

リスクE (大、低~中)

リスクD (小~中、中~高)

リスクF (大、低)

リスクG (中~大、中)

リスクH (小、低~中)

リスクI (小~中、中~高)

リスクJ (小~中、高)

リスク項目①

リスクの内容 (インパクト、 発⽣確率)

リスク項目②

リスク項目③

分類後のリスク項目

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成 （１）リスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析 １）分析⽅法

図1.6 事業リスクの評価のばらつきに関する分析イメージ
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 令和3〜令和5年度業務において実施したヒアリング結果より抽出された事業リスクを16項目に分類した。それぞれの評価結果の幅を以下に示す。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成 （１）リスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析 ２）分析結果

住
民
・
議
会
等
と
の
調
整
不
調
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 16のリスク項目のうち、昨年度の事前評価シートにおいて⼗分に⾔及されていないものが4項目確認された。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成 （１）リスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析 ２）分析結果

住
民
・
議
会
等
と
の
調
整
不
調

土地の契約不調は抽出回数が
少なく、事業者の対策余地も小さ
いが、計画策定で土地を確保す
る、利害関係の複雑な土地は避
けるなどのリスクヘッジは可能

過年度調査でも価格高騰のリスクは
挙げられていたものの、円安、社会
情勢不安定化による建設資機材高
騰は特に近年顕著に現れている。
総価請負契約（ランプサム契約）
の締結や設計段階の工夫により一
定程度リスクヘッジは可能

購⼊電⼒・熱の調達量増加
については、インパクト・発生
確率ともにばらつきがあり、⾃
社電源やPPAの活⽤等によっ
てリスクヘッジが可能

周辺環境への悪影響は抽出回
数が少なく、大きなリスクも確認
されていない。計画段階からの
⽴地選定、住⺠説明等でリスク
ヘッジをすることが大前提
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 事業リスク評価での抽出回数が多く、かつ、評価のばらつきが大きい項目として、「核となる事業主体の調整不調」「資材・人材の不⾜・価格高騰」「適切な設備規模の検討不⾜」
等が抽出された。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成 （１）リスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析 ２）分析結果

住
民
・
議
会
等
と
の
調
整
不
調

中⽌案件においてイン
パクトが大きい評価。
計画段階における
SPCへの参加者や出
資割合、リスク分担等
の事業主体間の調整
は事業遂⾏に必須で
あると考えられる。

初期段階では事業形
態等が確定していな
かったものが、経年で
整理が進むことでリス
クが低下。

外部要因が主であり、事業の実
施時期に大きく依存。
総価請負契約（ランプサム契
約）の締結や設計段階の工夫に
より一定程度リスクヘッジは可能。

事業によってにばらつき
が大きい。⾃社電源や
PPAの活⽤等によって
リスクヘッジが可能。

事業によって計画段
階での需要予測の
解像度にばらつき。
電⼒需要の30分値
データを使⽤してシ
ミュレーションを⾏うな
どして予測精度を向
上させることが可能。

蓄電池等の設備更新費⽤を
⾒込んでいない事業者において
インパクトが大きい評価。
耐⽤年数等を踏まえ適切な更
新費⽤をあらかじめキャッシュフ
ローに組み込むことが重要。

システム運⽤・改善
の体制を構築でき
ていない事業で発
生確率が高い評価。



1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成

１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

 令和4年度業務において、リスクとしての重要度が高いと判断されるリスクを重要リスクとして抽出し、事業者が事業計画段階で陥りやすい事業リスクについて事前に確認するため
の「事前評価シート」を作成した。

 令和5年度業務では、今年度作成したリスクマップ及びリスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析結果を踏まえて、事前評価シートの⾒直しを⾏った。様式修正のポイントを
以下に示す。
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（２）事前評価シートの見直し １）事前評価シート様式の修正

No. 発現段階 事業リスク リスクの詳細 対策段階 対応策（事前評価項目）

1 事業計画 住民・議会等との調整不
調による事業の中断

事業に関する地域住⺠等の合意が得られなけ
れば、事業が円滑に進まず、場合によっては実
現が困難になる可能性がある。

事業計画〜
設計・施工

・計画の検討段階から地域住⺠や地方公共団体、関係団体等との意⾒交換の場を積極的に設ける。（地方
公共団体とも連携して時期、頻度、対象者等を調整）

事業計画〜
設計・施工 ・定期的な検討会や協議会等の開催により、地域合意を得るために必要な協議、情報交換を⾏う。

2 設計・施工
土地の利⽤契約等不調に
よる計画変更や遅れ等の発
⽣

設備等の設置場所に係る土地について、関係
主体との調整が難航して利⽤契約が締結でき
なければ、工事の遅れなどにつながる可能性が
ある。

事業計画

・事業計画地の候補を検討する際に、ステークホルダーの関係性がシンプルであるなど、⽤地取得に関するリスク
を含めて勘案した上で事業場所を選定する。

・土地の所有者だけでなく現在の使⽤者など、全ての関係者に対して協議、調整を⾏うとともに、必要に応じて
社外の専門家の助⾔等を仰ぐ。

… … ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

段階 リスク分類 細分類 リスクの詳細 対応策（事前評価項目）

事業
計画 体制リスク

【2】体①地権者や地域住民等と
の合意形成不調による事業の中
断

事業に関する地域住⺠等の合意が得られなけ
れば、事業が円滑に進まず、場合によっては実
現が困難になる可能性がある。

・計画の検討段階から地権者や地域住⺠等との意⾒交換の場を積極的に設ける。（地方公共団体とも連携して時期、頻
度、対象者等を調整）

・定期的な検討会や協議会等の開催により、地域合意を得るために必要な協議、情報交換を⾏う。

見直し前
（令和４年度業務）

見直し後
（令和５年度業務）

Point1 事業リスク項目の整理
リスク項目ごとの評価のばらつきに関する分析
で作成した16項目のNo.と整合させるかたち
で、事業リスク名称を整理

Point2 事業リスクの対策段階の追加
事業リスクが発現する段階と対策の意思決定が
必要となる段階は異なることを踏まえ、対策段階
の列を追加

Point3 令和5年度業務での事業リスク
評価結果の反映

本年度の進⾏中業務を対象とした事業リス
クのうち、令和4年度業務の事前評価シート
において⼗分に⾔及されていないものを赤字
で追記

図1.7 事前評価シート様式の修正ポイント



１．地域再エネを活⽤した地産地消の分散型エネルギーシステムの構築に係る環境省補助事業の評価・改善

 令和5年度業務での事業リスク評価結果を踏まえて、作成した事前評価シート（更新版）を以下に示す。⾃営線マイクログリッド事業において、申請前に補助事業者が事前評
価シートを活⽤することで、計画中⽌・変更に陥る事業を減らせる可能性がある。
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表1.8（1） 事前評価シート
No. 発現段階※ 事業リスク リスクの詳細 対策段階 対応策（事前評価項目）

1 事業計画 住民・議会等との調整
不調による事業の中断

事業に関する地域住⺠等の合意が得られな
ければ、事業が円滑に進まず、場合によっては
実現が困難になる可能性がある。

事業計画〜
設計・施工

・計画の検討段階から地域住⺠や地方公共団体、関係団体等との意⾒交換の場を積極的に設ける。
（地方公共団体とも連携して時期、頻度、対象者等を調整）

事業計画〜
設計・施工 ・定期的な検討会や協議会等の開催により、地域合意を得るために必要な協議、情報交換を⾏う。

2 事業計画
核となる事業主体の調
整不調による推進役の
不在、事業の中断

事業主体と関係主体の役割について明確に
なっていない場合、収益の分配が複雑化した
り、意思決定が遅れたりする可能性がある。

事業計画 ・事業の構想・計画の段階から、関係する主体間で協議し、考え方を擦り合わせて事業目的や役割分担
を明確化し、協定書等で共有する。

事業計画 ・関係主体が複数にわたる特別目的株式会社等を設⽴する場合は、出資割合、参画者、業務範囲、責
任の所在、現地の職員配置体制等を事前に明確化しておく。

事業計画〜
設計・施工 ・公⺠連携での事業主体の構築を検討し、技術・ノウハウや公共スペースの活⽤などの連携を図る。

事業計画〜
設計・施工

・地方公共団体が関与する事業では、地域の将来像や上位計画の中での事業の位置付けを検討し整理
する。

3 設計・施工
土地の利⽤契約等不調
による計画変更や遅れ等
の発⽣

設備等の設置場所に係る土地について、関
係主体との調整が難航して利⽤契約が締結
できなければ、工事の遅れなどにつながる可能
性がある。

事業計画

・事業計画地の候補を検討する際に、ステークホルダーの関係性がシンプルであるなど、⽤地取得に関する
リスクを含めて勘案した上で事業場所を選定する。

・土地の所有者だけでなく現在の使⽤者など、全ての関係者に対して協議、調整を⾏うとともに、必要に応
じて社外の専門家の助⾔等を仰ぐ。

4 設計・施工
電事法上の手続・系統連
系協議等の不調による事
業の中断

系統連系協議や、電⼒供給方法に応じて必
要となる電気事業法の許可条件等を満たせ
ない場合は、事業に申告な影響を及ぼす可
能性がある。

事業計画〜
設計・施工

・一般電気事業者や電気事業法所管署（地方経済産業局）に対して、事業計画段階から事前相談
や情報収集を⾏う。

事業計画〜
設計・施工

・特定送配電事業の場合は、特定送配電事業の届出内容の変更又は中⽌すべきことを命じられる可能
性がないかを確認しておく。

・特定供給事業の場合は、特定供給事業の許可条件（相手方との密接な関係や、相手方の需要に応
ずる供給⼒など）に該当するか確認しておく。

5 設計・施工
許認可・法制度への対応
不備（電事法除く）によ
る工期延伸

許認可・法制度（電気事業法以外）につい
て手続の対応不備があった場合、事業が許
可されず、工期の遅れ等につながる可能性が
ある。

事業計画 ・可能な限り早い段階から事業に関係する法令、改正や運⽤解釈に関する情報を地方公共団体から収
集し、必要な許可の内容、手続方法、標準処理期間を確認し、工期に反映する。

事業計画〜
設計・施工

・⾃営線を道路に埋設したり、⾃営線が道路や河川を横断する場合には、許認可の関係主体や必要な
手続を事前に確認しておく。

設計・施工 ・計画に変更が生じる場合は、速やかに事業計画の軌道修正を⾏う。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成

※発現段階は事業リスクが顕在化する段階、対策段階は対策の意思決定が必要となる段階を指す。

赤字︓令和4年度業務からの追加・修正

（２）事前評価シートの見直し ２）事前評価シート（更新版）の作成
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表1.8（2） 事前評価シート
No. 発現段階※ 事業リスク リスクの詳細 対策段階 対応策（事前評価項目）

6 設計・施工
現地調査の不足等による
設計変更とイニシャルコス
トの増加

⼗分な現地調査に基づく設計や工法が検討
されずに、概算で工事費を算出した場合、設
計・施工段階で変更を余儀なくされ、想定外
の追加コストが発生する可能性がある。

事業計画
・設備を設置する施設等の強度や耐震性など現況を現地調査により把握し、追加工事の必要性について
検討する。（太陽光パネルを例にとると、建屋屋上や屋根に設置しようとする場合、耐震や防⽔工事の
必要性について、設計図書等で把握し、現地調査を⾏い確認することが重要となる）

設計・施工
・工事開始後の工法変更や追加工事が発生しないように、設計や工事開始前に詳細な現地調査を⾏い、
適切な工法、ルート、必要な部材の選定を⾏う。（⾃営線を例にとると、道路横断の有無や既存設備の
受変電盤の交換の有無などについて確認しておくことが重要となる）

7 設計・施工
資材調達計画の余裕の
不足によるスケジュールの
遅延

余裕を⾒込まずに資材調達計画を策定する
と、工事内容について他に関係する事業者と
の調整が遅れたり、世界的な半導体不⾜や
サプライチェーン障害、工事請負事業者の不
⾜といった外部要因による資機材の納期遅延
の影響により、工事がスケジュールどおりに進ま
ない可能性がある。

事業計画 ・納期遅延の対応として、工程の組換えやバッファ期間（余裕期間）を確保する。

事業計画〜
設計・施工

・工事内容について調整が必要となる事業者の洗い出しを早い段階で⾏い、調整を進めるとともに、工事
請負事業者との調整を早期に実施する。

設計・施工 ・半導体を使⽤する設備（PCS、蓄電池等）については、納期遅延に備えて早期に発注処理を⾏う。

8 設計・施工
資材・人材の不足・価格
高騰による建設コストの
増加

円安や社会情勢等による建設資機材高騰
や、人件費増加、輸送費の値上げ、⾦利の
上昇等に伴い、事業費が増加する可能性が
ある。

事業計画 ・余裕を持った地元⾦融機関からの借⼊れや、利率の低い資⾦調達手法（財政投融資（株式会社脱
炭素化支援機構）の活⽤等）を検討する。

設計・施工 ・資機材メーカーや工事施工者、輸送業者等との綿密な交渉のほか、工事全体を総価請負契約（ランプ
サム契約）するなどして価格変動に備える。

設計・施工 ・高騰が予想される鉄骨等の使⽤量を減らすなど、設計段階の工夫によって影響を低減する。

9 運転管理
電気設備の運⽤・保安
体制の検討不足による維
持管理コストの増加

電気主任技術者を⾃社で選任できなければ
外部委託となり、ランニングコストに占める人
件費がかさみ、事業収支に影響する可能性
がある。

設計・施工 ・⾃社の工場や公共施設等で既に選任されている電気主任技術者の併任について、検討する。

設計・施工 ・電気主任技術者を⾃社で選任できない場合は、電気保安協会や関係企業等へ資格所有者について相
談・照会し、人件費について⾒積作成を依頼する。

10 運転管理 需要量データの把握不
足による売電量等の減少

新築建築物や施設需要が低下する可能性
のある施設を需要施設として⾒込んだ場合、
需要量（売電量）が当初想定を下回り、採
算性が悪化する可能性がある。

事業計画 ・主な供給・需要体制について、事業に意欲のある主体や事業に直接参画している主体で固め、供給元
や需要先がいなくなるリスクを低減する。

事業計画 ・一般電気事業者や小売電気事業者から、詳細なエネルギー需要データを⼊手する。（年間値のみでなく、
時刻別の需要カーブを想定できるデータの⼊手が重要となる。実測値がある場合は実測値を⼊手する）

事業計画 ・需要施設が公共施設の統廃合計画の対象施設となっていないか、将来にわたって需要が確保できる施
設であるかを確認する。また、需要施設の選定に当たってはできるだけ⽤途の違う施設を組み合わせる。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成

赤字︓令和4年度業務からの追加・修正

※発現段階は事業リスクが顕在化する段階、対策段階は対策の意思決定が必要となる段階を指す。

（２）事前評価シートの見直し ２）事前評価シート（更新版）の作成
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表1.8（3） 事前評価シート
No. 発現段階※ 事業リスク リスクの詳細 対策段階 対応策（事前評価項目）

11 運転管理
不適切な規模の発電設備
や蓄電池を導入することに
よる採算性の悪化

環境性・防災性を過度に追求したり、需給バ
ランスの予測精度が不⼗分であった場合、蓄
電池容量が過大となって経済合理性が失わ
れる可能性がある。

事業計画 ・出⼒変動性再エネ（太陽光・風⼒発電）を導⼊する場合は、近接する既設の発電所データを⼊手す
る。

事業計画〜
設計・施工

・需要量データを把握してエネルギー需給シミュレーションを⾏い、経済合理性が確保できる発電設備、蓄
電池等容量を検討する。

12 運転管理
購入電力・熱の調達量増
加や価格高騰が想定を上
回ることによるコストの増
加

発電電⼒量の不⾜や需要量の増加によって購
⼊電⼒・熱の調達量が増加したり、資源価格
の高騰などで電気代、燃料費が高騰すると、エ
ネルギーコストが増加し採算性に悪影響を及ぼ
す可能性がある。

事業計画〜
設計・施工

・相対契約による地域新電⼒やPPA事業等など、多様な調達先を確保することで、卸電⼒市場の価格
高騰時に柔軟に調達先を調整できるようにする。

事業計画〜
設計・施工

・電⼒・熱の供給先との間で価格高騰時の条件（基本料⾦と従量料⾦の2段階での料⾦とする等）につ
いて調整しておく。

運転管理 ・再エネ設備を増設し、⾃家消費率を高めて他者からの購⼊電⼒量を減少させる。

13 運転管理
更新費・維持費の過小見
積によるランニングコストの
増加

更新費や維持費について詳細に検討せず、ラ
ンニングコストとして計上しなかった場合、事業
運営後に想定外のコストが発生し採算性に
悪影響を及ぼす可能性がある。

事業計画 ・法定耐⽤年数や実際の更新時期を考慮して詳細な更新計画を作成する。

運転管理 ・設備の劣化状況や設備の価格変動、災害の頻度等を考慮し、余裕のある更新 計画となるよう適宜⾒
直しを⾏う。

14 運転管理
運⽤データの把握・活⽤
不足による非効率な運⽤・
性能低下

設備稼働後のデータを基に効率的な運⽤計
画を⽴てなければ、非効率な運⽤になる可能
性がある。

運転管理 ・エネルギー需給予測や需給調整機能などのエネルギーマネジメントシステムの機能を適切に活⽤する。

運転管理 ・運⽤段階のデータを将来の運⽤計画に反映し、効率的な運⽤を⾏う。

15 運転管理
自然災害（洪水、高潮、
地震等）による設備の損
傷

激甚化する⾃然災害（洪⽔、高潮、地震）
により、発電設備等に大きな損傷が発生する
可能性がある。

事業計画〜
設計・施工 ・候補地を選定する際に、ハザードマップを確認し、災害リスクの高い土地を避ける。

設計・施工〜
運転管理 ・災害による物理的な被害に備えて保険に加⼊するなど、災害時の対応を検討する。

16 運転管理 工事や事業実施に伴う周
辺環境への影響

周辺施設等への環境配慮が不⾜し、⾃然環
境、景観や住⺠の生活環境に影響すると苦
情などトラブルとなる可能性がある。

事業計画〜
設計・施工

・太陽光パネルの反射光、燃料等の運搬に伴う騒⾳、風⼒発電の建設による⿃類への影響など、工事中
を含めて環境への影響を把握するとともに、環境保全対策の必要性について検討する。

・地域の⾃然環境や動植物について調査を⾏い、環境配慮を特に必要とする希少種等が生息している場
合には候補地の⾒直しを検討する。

1.2 補助事業に関する調査検討、資料作成

赤字︓令和4年度業務からの追加・修正

※発現段階は事業リスクが顕在化する段階、対策段階は対策の意思決定が必要となる段階を指す。

（２）事前評価シートの見直し ２）事前評価シート（更新版）の作成
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図1.8 事業中⽌・計画変更要因

（３）事業中⽌・計画変更要因の分析
 申請中⽌となった事業や、進⾏中の事業のうち計画変更、スケジュールの遅延がみられた事業について、要因分析を⾏った。
 複数のリスクに波及する項目として、法令解釈の確認、理解不⾜やエネルギー需要量の確認不⾜、関係者との調整不⾜、事業計画の精度不⾜が抽出された。
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システムに関する総括
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2.1 これまでの支援事例の取りまとめ
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2.1 これまでの支援事例の取りまとめ

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

表2.1 これまでの⽀援事例の取りまとめアウトプット資料

No. 取りまとめ資料 内容

1 採択案件概要資料 ⽀援事例の総括のため、事業概要、体制、資⾦計画、CO2削減コスト等の基本情報を、1事例に
つきスライド3枚に取りまとめる。

2 事例集 各事例間で⽐較可能な「類型」とともに、「目的」、「実施体制/事業スキーム」、「効果」、「システム
構成要素/事業全体イメージ」等の情報を１事例につきスライド1枚に取りまとめる。

 これまでの⽀援事例について、補助⾦に関わる申請書類、成果報告の内容を把握した上で事業者ヒアリングも⾏い、事業者の事業に関する率直な意⾒、感想も踏まえて総括のた
めの調査・整理を⾏った。

 調査・整理の結果は、昨年度までに各⽀援事例について整理した情報（採択案件概要資料）のアップデートに反映し、各事例につきスライド3枚に取りまとめた。

 また、「2.5 概要資料の作成」に組み込むことを念頭に、必要に応じて公表可能かつ他事例との⽐較が可能な様式として、令和4年度業務の優良事例整理結果（事例集）に準
じ各事例につきスライド1 枚に取りまとめた。

（１）⽀援事例の取りまとめの⽅針
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2.1 これまでの支援事例の取りまとめ

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

表2.2 採択案件概要資料の掲載項目

No. 「採択案件概要資料」の掲載項目

① 事業名

② 事業費（うち補助⾦所要額）

③ 事業の目的、システム概要、今後の展開や実現に向けての課題についての記述

④ 目指す地域循環共生圏のイメージ

⑤ システムフロー図

⑥ 事業概要 代表事業者、共同事業者、事業実施地、主な設備、需要施設、事業期間

⑦ 事業体制

⑧ 資⾦計画 事業費（補助対象経費⽀出予定額）、主な設備の費用、年間ランニングコスト、
更新費、年間収益、事業期間、補助⾦額、投資回収年

⑨ 事業のスケジュール

⑩ CO2削減コスト CO2削減効果、CO2削減効果の推計値、CO2削減コスト

⑪ 事業の背景及び⾏政との連携状況

⑫ 事業の特色

 「採択案件概要資料」については、昨年度まで下記の項目で情報を整理していた。本年度も同項目をベースに採択案件概要資料を作成した。
※採択案件概要資料は非公表の事業計画等の情報を含むため本資料には記載していない

（１）⽀援事例の取りまとめの⽅針
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2.1 これまでの支援事例の取りまとめ

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

No. 「事例集」の掲載項目

① 事業名

② 事業者

③ 事業期間

④ 事業費（うち補助⾦所要額）

⑤ ポイント

⑥ 目的

⑦ 実施体制/事業スキーム

⑧ 効果 環境面（CO2削減効果等）、社会面、経済面

⑨ システム構成要素、事業
全体イメージ

主な設備、システムフロー図等（供給側から需要先
までの流れ等）

⑩ 事業類型 地域類型、事業主体、事業規模、対象施設群

⑪ エネルギー類型 エネルギー源、供給エネルギー、供給方法

⑫ セクターカップリング

表2.3 事例集の掲載項目

 「事例集」については、昨年度まで下記の項目で情報を整理していた。本年度も同項目をベースに事例集を作成した。
※事例集は、非公表の事業計画等の情報を含むので本資料には記載していない。なお、掲載許可を得た事例については、「2.5 概要資料の作成」において作成した公表資料に掲載した。

図2.1 事例集の例

（１）⽀援事例の取りまとめの⽅針
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2.1 これまでの支援事例の取りまとめ

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

表2.4 対象事業一覧

（１）⽀援事例の取りまとめの⽅針

 取りまとめの対象とする事業は、分散エネ事業４件、脱炭素交通CASE事業３件（うち両事業重複１件）とした。

 事例の取りまとめ対象、定性分析対象、定量分析対象、ヒアリング対象は以下の表に⽰すとおりである。

2-6

事業名 事業実施団体名 事業
実施場所 事業期間 事例の取りまとめ

対象 定性分析対象 定量分析対象 ヒアリング対象

①地域の再エネ自給
率向上やレジリエンス
強化を図る自⽴・分
散型地域エネルギーシ
ステム構築⽀援事業

京セラコミュニケーションシステム株式会
社・北海道電⼒株式会社

北海道
石狩市

2021〜
2024年度（予定） ● ● ● ●

株式会社エヌディエス 岡山県
⾼梁市

2021〜
2023年度 ● ● ● ●

ENEOS株式会社 静岡県
静岡市

2021〜
2023年度 ● ● ● ●

株式会社Looop 埼玉県さいたま市
緑区下野田

2020〜
2021年度 ● ● ● ●

②自動⾞CASE活用
による脱炭素型地域
交通モデル構築⽀援
事業

東武鉄道株式会社・株式会社JTB・
栃⽊県・オリックス自動⾞株式会社・
株式会社JTBコミュニケーションデザイ
ン・株式会社トヨタレンタリース栃⽊

栃⽊県
日光市

2021〜
2023年度 ● ー ー ●

株式会社Looop 埼玉県さいたま市
緑区下野田

2020〜
2021年度 ● ー ー ●

株式会社REXEV、湘南電⼒株式
会社

神奈川県
小田原市

2019〜
2022年度 ● ー ー ●



2.1 これまでの支援事例の取りまとめ

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

（2）ヒアリング
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 取りまとめ対象の事業に係るヒアリング実施結果は以下のとおりである。

表2.5 「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の総括に係るヒアリング実施結果

事業名 事業実施団体名 事業
実施場所

ヒアリング
実施日 ステータス 備考

①地域の再エネ自
給率向上やレジリ
エンス強化を図る
自⽴・分散型地域
エネルギーシステム
構築⽀援事業

京セラコミュニケーションシステム株式会社・
北海道電⼒株式会社※

北海道
石狩市 10/23（月） 実施済 京セラコミュニケーションズ株式会社事務所

にて実施（WEB併用）

株式会社エヌディエス※ 岡山県
⾼梁市 10/20（⾦） 実施済 パシフィックコンサルタンツ株式会社事務所

にて実施（WEB併用）

ENEOS株式会社※ 静岡県
静岡市 8/3（⽊） 実施済 ENEOS株式会社事務所にて実施

（WEB併用）

株式会社Looop 埼玉県さいたま市
緑区下野田 9/19（火） 実施済 株式会社Looop事務所にて実施

（WEB併用）

②自動⾞CASE
活用による脱炭素
型地域交通モデル
構築⽀援事業

東武鉄道株式会社・株式会社JTB・栃⽊
県・オリックス自動⾞株式会社・株式会社
JTBコミュニケーションデザイン・株式会社トヨ
タレンタリース栃⽊※

栃⽊県
日光市 8/8（火） 実施済 東武鉄道株式会社事務所にて実施

（WEB併用）

株式会社Looop ※①に記載

株式会社REXEV、湘南電⼒株式会社 神奈川県
小田原市 9/28（⽊） 実施済 株式会社REXEV事務所にて実施

（WEB併用）

※は仕様書(1)補助事業の評価・改善に係るヒアリングと併せて実施
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 取りまとめ対象の事業に係るヒアリング項目は以下のとおりである。 ※ヒアリング結果は非公表の事業計画等の情報を含むので本資料には記載していない

表2.6 「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の総括に係るヒアリング項目

分類 質問項目 質問内容
1.事業の全体像 事業期間、スケジュール 申請書記載から変更はないか。昨年度までの進⾏も含めて、事業開始時に想定したスケジュールか

らの⼤きな変更点はないか。（ある場合）変更点と理由。
⾏政との連携状況について 申請書記載内容についての確認。（ある場合）補足。

2.事業の目的・効果の
達成度

事業の目的の達成度 申請書記載の目的の現時点での達成状況と今後の達成の⾒込み（時期、達成度）について。

環境面における事業の効果と達成度 申請書記載の定量的効果について変更はないか。定性的効果はあるか。効果についての現時点で
の達成の⾒込み（時期、達成度）について。

社会面における事業の効果と達成度 申請書から把握した効果の確認。追加内容はないか。効果についての現時点での達成の⾒込み
（時期、達成度）について。

経済面における事業の効果と達成度 申請書記載内容の確認。補足事項はないか。効果についての現時点での達成の⾒込み（時期、
達成度）について。

今後の展開やその実現に向けての課
題について

申請書から把握した事業の方向性に関する内容の確認。補足事項はないか。実現に向けての取り
組むべき課題は何か。

3.事業の収⽀ 事業費・事業収⽀について 申請書記載から変更はないか。（昨年度からの⾦額の変更がある場合）変更の理由

4.分散型エネルギーシ
ステムの取組拡⼤に
向けた課題・⽰唆

事業構築・運営にあたっての課題・困
難だった点

事業企画段階から現時点までの取組における課題はどのようなものがあり、どのように解決したか。特
に解決が困難であった課題は何か。

特にPRしたいポイント 本事業におけるアピールしたいポイント（注⼒した点、独自の⼯夫、新技術導⼊等）は何か。

他地域に水平展開できる技術・ノウハ
ウ、全国展開を図るにあたっての課題

本事業での活用技術、獲得したノウハウ等で他地域に水平展開が可能なもの。全国展開を想定し
た場合の課題（情報面、制度面、技術面、体制面等）。事業実施にあたり、事前準備や事前調
査した方がよい事項はあったか。（ある場合）内容。

5.システム情報の確認 導⼊設備について 申請書記載の導⼊設備、年間発電量から変更はないか。

需要施設について※ 「電⼒需要等に関する調査票」の内容説明、記⼊依頼

※「自⽴・分散型地域エネルギーシステム構築⽀援事業」の事業者のみ、ヒアリング時に需要施設についての調査票記⼊を依頼
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定性・定量分析の⽅針
 ⽅針１︓「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の成果の明確化
 「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の総括的な整理として、採択事例について過去の補助関係の資料に加えて事業者ヒアリングも⾏い、実態に即した成果の

取りまとめを⾏った。更に分散型エネルギーシステムの案件については事例間の⽐較や定量分析モデルの活用も⾏うなかで定性的、定量的な⽐較分析・評価を⾏った。

 ⽅針２︓全国への⽔平展開に向けた課題整理と事業モデルの作成
 自営線マイクログリッド（分散型エネルギーシステム）の全国展開に向けた課題整理、事業モデル構築について、前年度の「普及戦略」を補完・完成させるものと位置づけ、前年度の

検討結果を⼗分踏まえつつ、これまでの補助事業の具体的な成果や総括内容、社会動向の変化も踏まえた検討を⾏った。

 ⽅針3︓事業者の興味・関⼼の醸成や実施意欲の喚起に繋がり得るかという視点も踏まえた分析
 自営線マイクログリッド（分散型エネルギーシステム）に関する事業者の興味・関⼼の醸成や実施意欲の喚起に繋がり得るかという視点からも分析を⾏い、概要資料で⽰す自営線

マイクログリッドの意義やメリット等に反映させた。

【参考】図2.2 事業実施決定プロセスの仮定と⽅針3における考察の視点
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2.2 自営線マイクログリッドの分析

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

図2.3 定性分析のフロー

（１）定性分析
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 定性分析は、これまでの⽀援事例の取りまとめで把握した内容をもとに、事例間の⽐較により分析を⾏うこととし、「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の補助対
象事業に加えて、令和4年度業務で整理した優良事例との⽐較も併せて⾏うことで、補助事業の特性や傾向を分析する。また、以上の分析を踏まえて、 全国展開に向けた課題
やモデル構築に関する⽰唆も併せて整理を⾏った。

 定性分析では、⽀援事例の目的・効果の達成度を整理した上で、類型による典型モデルへの⽰唆の整理、達成度と事業リスクとの関係性に着目して達成できている⼜はできてい
ない理由・背景の考察を⾏う。また、課題、モデルへの⽰唆として、類型や事業リスクごとの課題及び留意点の整理、令和4年度業務の「典型モデル」の修正点の確認を⾏った。

定性分析の目的
 ⽀援事例の目的や効果の達成度について、達成できている⼜はできていない理由・背景を導き出す。

分析⽅法

１）⽀援事例の目的・効果の達成度の整理

２）類型による
典型モデルへの⽰唆の考察

３）事業リスクの顕在化による
達成度への影響の考察

４）課題、モデルへの⽰唆

①課題及び留意点の整理 ②令和4年度業務の「典型モ
デル」修正点の確認

達成できている⼜はできていない理由・背景の考察
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表2.7 ⽀援事例の目的・効果の達成度の整理イメージ

凡例│達成度の評価 ◎︓達成した ◯︓今後達成⾒込 △︓達成していない

（１）定性分析
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 ⽀援事例の目的・効果の達成度を整理した。整理にあたっては補助⾦に関わる申請書類・成果報告、公表資料を参考にするのほか、事業者ヒアリングの結果を反映した。
 設備導⼊まで完了し実装済みの事例と異なり、設備導⼊中の事例では実際の事業運営段階で予測しない事業リスクの顕在化の可能性もあるため、達成度が⾒込みである点に

留意して整理を⾏った。

1）分析⽅法
①⽀援事例の目的・効果の達成度の整理

事例 目的・効果 目的・効果の項目 達成度 評価の根拠（達成・未達成の理由）

事例A 目的 安定、安全、安⼼な再エネの需給システムの構築 ○ ＊＊＊＊＊
エネルギーを核とした新たな産業創出 ○ ＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊＊

環境面の効果 再エネ導⼊によるCO2の削減（＊＊ t-CO2/年 ） ○ ＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊＊

社会面の効果 災害時における＊＊＊のエネルギー自給 ○ ＊＊＊＊＊
災害時における周辺地域へのエネルギーの供給 △ ＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊＊

経済面の効果 再エネ100％ゾーン形成による企業誘致の実現 △ ＊＊＊＊＊
設計・施⼯や設備の維持管理等で地元事業者と連携することで地
域経済に貢献 ◎ ＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ ○ ＊＊＊＊＊

事例B ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

事例C ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

事例D ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊



実施主体 対象
施設群

事業
規模

地域
類型

供給
エネルギー エネルギー源 供給⽅法 セクターカップリング

事例Ａ 公⺠連携 公共施設 小 都市 電気 廃棄物発電
中⼼ 特定供給事業 ・防災機能との連携

・廃棄物エネルギー利用

事例Ｂ 公⺠連携 公共施設 小 地方 電気＋熱 CGS中⼼ 特定供給事業 ・防災機能との連携
事例Ｃ 地方

公共団体 公共施設 中 地方 電気＋熱 太陽光中⼼ 自家発電
自家消費 ・防災機能との連携

事例Ｄ 公⺠連携 公共施設 ⼤ 地方 電気＋熱 CGS中⼼ 登録特定
送配電事業

・公共施設の再編
・農業との連携

昨年度整理した
優良事例（9事
例）

公⺠連携 住宅街 小 都市 電気＋熱 太陽光中⼼ 登録特定
送配電事業

・防災機能との連携
・EVカーシェアリング
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図2.4 類型による達成度への影響の考察イメージ

（１）定性分析

目的の達成度 効果の達成度

目的 達成度
の評価

環境面
の効果

達成度
の評価

社会面
の効果

達成度
の評価

経済面
の効果

達成度
の評価

事例Ａ

＊＊＊＊ ○ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ✕

＊＊＊＊ ○ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ △

＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ △

＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ✕

事例Ｂ

事例Ｃ

事例Ｄ

類型と達成度の関係に着目した考察
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 ⽀援事例の類型と目的・効果の達成度の関係に着目し、達成できている⼜はできていない理由・背景について考察した。

1）分析⽅法
②類型による達成度への影響の考察

◯事例ごとの類型 ◯事例ごとの目的・効果の達成度
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図2.5 事業リスクの顕在化による達成度への影響の考察イメージ

（１）定性分析
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 達成度が低いと評価された項目について事業リスクが顕在化したことによる影響が考えられないか、あるいは、リスクの回避策や危機管理的な対応によりリスク低減を図ったことにより
達成度が⾼まった項目がないか、ヒアリング結果も踏まえ、事業リスクへの対応と達成度の関係について考察した。

1）分析⽅法
③事業リスクの顕在化による達成度への影響の考察

事業リスクへの対応と達成度の関係に着目した考察

◯事例ごとのリスク評価

目的の達成度 効果の達成度

目的 達成度
の評価

環境面
の効果

達成度
の評価

社会面
の効果

達成度
の評価

経済面
の効果

達成度
の評価

事例Ａ

＊＊＊＊ ○ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ✕

＊＊＊＊ ○ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ △

＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ △

＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ◎ ＊＊＊＊ △ ＊＊＊＊ ✕

事例Ｂ

事例Ｃ

事例Ｄ

◯事例ごとの目的・効果の達成度
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2）分析結果
①⽀援事例の目的・効果・メリットの達成度の整理

目的・効果 本年度ヒアリング対象４事例の特性・傾向 既存事例も含めた特性・傾向

目的 • CO2削減、災害時のレジリエンスの向上、事業モデルの創出といった目的は、システム
が構築されることにより、いずれの事例でも達成される⾒込みであった。

• 自営線マイクログリッドエリア外へのモデルの拡大、効果の波及について目的に掲げて
いる事例では、今後、取組予定とされていた。

• CO2削減、災害時のレジリエンスの向上、事業モデルの創出といった目的は、システム
が構築されることにより、達成される。

• 実施主体が公共の場合は、レジリエンス向上を目的の軸としたシステム構成で構築
されることが多い。

• 実施主体が⺠間の場合は、企業誘致等の事業モデル創出を目的の軸とし、レジリ
エンス向上は補強・補足的な位置づけとしたシステム構成で構築されることが多い。

環境面の効果 • 環境面の効果は、CO2削減が主であった。
• CO2削減以外の効果を定量的に把握している例は確認されなかった。
• ⼀部、⽊質バイオマスを活用する事例では、森林整備の加速による⼟砂災害の予
防、水源の保全、CO2吸収量の向上といった効果が⾒込まれた。

• 実施主体が公共の場合は、CO2削減効果の面的な広がりは限られている。
• ⼀方、本年度ヒアリング対象４事例は、地域経済活性化や企業誘致を意図して、

⺠間事業者や公共が連携して進めていたため、地域での脱炭素化に関しての広が
りの可能性が出てきている。

社会面の効果 • 系統停電時にも電⼒供給が継続されるシステムが構築され、地域のレジリエンス向
上の補強・補足といったプラスの面の効果がある。

• 地方公共団体と協⼒して災害時の対応訓練を実施している事例も⾒られた。
• 地方公共団体と災害時の電⼒供給時間まで協定で取り決められている事例はな

かった。

• レジリエンス向上の面からは、システム構成に安定電源で災害時にも⽐較的強い
CGS（コージェネレーションシステム）がある⽅が優位である。

• ⺠間事業者主体で太陽光中⼼のシステム構成の場合は、地域のレジリエンス向上
の面では補完的な機能となる。

• 今後の在り方として、災害時対応の中で自営線マイクログリッドにおける電⼒供給の
適切な位置づけと役割を設定していく必要がある。

経済面の効果 • 地域経済活性化や企業誘致といった狙いをもった取組が進められている。
• 企業誘致のモデル化は、再エネ供給が誘因となっているのか引き続き確認していく

必要がある。
• 設備の維持管理等において地元事業者と連携することで地域経済に貢献している。

• 再エネを活用した自営線マイクログリッドによる、地域経済活性化や企業誘致のモデ
ル化への明確な効果は確認できていないが、需要施設の誘致を継続的に⾏うことで、
経済面の効果についても広がる可能性が確認できた。

 目的・効果の達成度について、本年度ヒアリング対象４事例及び既存事例を基に特性や傾向を整理した。

表2.8 目的・効果の達成度の特性・傾向
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2）分析結果
②事例の類型整理

 昨年度までに整理した既存事例に加え、本年度ヒアリング対象４事例を加えた事例の類型整理を⾏った。
 事例の順番は、令和4年度業務の「典型モデル」に基づき、地方部か都市部か、太陽光発電中⼼かその他のエネルギー源も活用しているかの分類に沿った順番とした。
 本年度ヒアリング対象４事例の特徴として、実施主体は「⺠間事業者」、エネルギー源は「太陽光中⼼」、供給方法は「登録特定送配電」のものが多かった。
 対象施設群、事業規模については、ばらつきがあった。
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2）分析結果
②事例の類型整理

事業者 事業名 実施場所 地域
類型 エネルギー源 実施主体 対象

施設群
事業
規模

供給
エネルギー 供給⽅法 セクターカップリング

北海道河東郡⿅追町 自営線ネットワーク等を活用した再生可
能エネルギーの最⼤導⼊・活用事業

北海道河東郡
⿅追町 地方 太陽光中⼼ 地方

公共団体 公共施設 中 電気＋熱 自家発電自家
消費 ・防災機能との連携

株式会社エヌディエス ⾼梁⽊質バイオマス発電事業に伴う熱
供給事業 岡山県⾼梁市 地方 太陽光中⼼ ⺠間事業者 公共施設 小 電気+熱 登録特定送配電

事業
・公共施設の再編
・防災機能との連携

⾼知県梼原町 脱炭素は⼟佐の山間より〜ゆすはら脱
炭素の道〜 ⾼知県梼原町 地方 バイオマス中⼼ 地方

公共団体 公共施設 ⼤ 電気+熱 登録特定送配電
事業 ・防災機能との連携

株式会社CHIBAむつざわエナジー
千葉県⻑生郡睦沢町

自治体新電⼒による地域資源を生かし
た防災エネルギー拠点づくり

千葉県⻑生郡
睦沢町 地方 CGS中⼼ 公⺠連携 公共施設 小 電気＋熱 特定供給事業 ・防災機能との連携

新地スマートエナジー株式会社 新地町地産地消型エネルギー利用を核
とした復興まちづくり事業 福島県新地町 地方 CGS中⼼ 公⺠連携 公共施設 ⼤ 電気＋熱 登録特定送配電

事業
・公共施設の再編
・農業との連携

F-グリッド宮城・⼤衡有限責任事業
組合（組合代表︓トヨタ自動⾞東
日本株式会社）

「Ｆ－グリッド」を核としたスマートコミュニ
ティ事業 宮城県⼤衡村 地方 CGS中⼼ ⺠間事業者 ⼯業団地 ⼤ 電気＋熱 特定供給事業

・防災機能との連携
・農業との連携
・⼯場との連携

株式会社Looop
埼玉県さいたま市

浦和美園第3街区を核として実現するス
マートシティさいたまモデル構築事業

埼玉県さいたま
市緑区 都市 太陽光中⼼ ⺠間事業者 住宅街 小 電気＋熱 登録特定送配電

事業
・防災機能との連携
・EVカーシェアリング

合同会社トラストバンク阿久根
阿久根市

公共施設の設備制御による阿久根市内
再エネ活用モデル構築事業

⿅児島県阿久
根市 都市 太陽光中⼼ ⺠間事業者 公共施設 ⼤ 電気 自家発電自家

消費 ・防災機能との連携

京セラコミュニケーションシステム株式
会社・北海道電⼒株式会社

石狩市における再エネデータセンターを核
とした地域エネルギーシステム構築事業 北海道石狩市 都市 太陽光中⼼ ⺠間事業者 ⼯業団地 ⼤ 電気 特定供給事業 ・防災機能との連携

ENEOS株式会社 清水次世代型エネルギー供給プラット
フォーム事業 静岡県静岡市 都市 太陽光中⼼ ⺠間事業者 ⼯業団地 ⼤ 電気 登録特定送配電

事業 ・防災機能との連携

秋田県秋田市 流域下水道を核に資源と資産活用で実
現する秋田の再エネ地域マイクログリッド 秋田県秋田市 都市 太陽光中⼼ 地方

公共団体 公共施設 ⼤ 電気＋熱 自家発電自家
消費

・防災機能との連携
・下水道事業との連携
・農業との連携

株式会社IHI
福島県相馬市
そうまIグリッド合同会社

相馬市再生スマートコミュニティ構築事業 福島県相馬市 都市 太陽光中⼼ 公⺠連携 ⼯業団地 ⼤ 電気＋熱 登録特定送配電
事業

・防災機能との連携
・農業との連携
・下水道事業との連携

熊本市
スマートエナジー熊本株式会社

熊本市地域エネルギー会社による清掃
⼯場電⼒の公共施設への供給 熊本県熊本市 都市 廃棄物発電

中⼼ 公⺠連携 公共施設 小 電気 特定供給事業 ・防災機能との連携
・廃棄物エネルギー利用

※赤字は本年度追加した事例
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2）分析結果
③類型による達成度への影響の考察

類型 本年度ヒアリング対象４事例からの⽰唆 既存事例も含めた⽰唆

実施主体
• 本年度ヒアリング4事例はいずれも⺠間事業者主体であった。 • 既存事例では地方公共団体主体や公⺠連携が多かったが、⺠間事業者主体

の事例が増えつつある。そのような事例が促進されたのは「脱炭素イノベーション
による地域循環共生圏構築事業」の成果の一つである。

対象施設群

• ⺠間事業者が主体であっても、対象施設群は、⼯業団地、公共施設、住宅街
とあり、特定の傾向はみられない。

• 住宅の事例が少ない。小規模でエネルギー密度が小さい施設のみでは事業が難
しいことが原因と考えられる。

• 供給先が公営住宅の事例もあるが、その他公共施設も供給先に組み込まれてい
るなど、公共施設や工業団地等、需要が大きい施設を受け皿として事業を組み
⽴てることが基本的な考え⽅となることが再確認された。

事業規模
• ⺠間事業者主体、太陽光中⼼であっても、事業規模は小規模から大規模まで

広がりがみられる。
• 住宅を含む事例では事業規模が小さい傾向がみられる。
• 都市部では事業規模が大きい事例が多い傾向がみられたが、地⽅では小〜大

規模があり特定の傾向はみられない。

地域類型

• 都市部の事例が多いが、港湾開発エリアにおいて更地から新規に事業開発をし
ている事例、新規開発エリアにおける事業の事例がある。

• いずれの事例も、エネルギー供給源と需要エリアが新規に開発されている。事業
としてはやりやすい反面、需要側の建設が遅れると事業に影響を与えるリスクが
ある。

• 既存事例をみると、既設と新規の事業が混在している。明確に、既設と新規のど
ちらの⽅が事業を構築しやすいといった傾向はみられない。

供給エネルギー
• 供給エネルギーは電気が中⼼である。
• システム構成にハイブリッド給湯器を組み込み、エネルギーマネジメントに活用し

ている事例がある。

• 電気ボイラにより熱を供給している事例など、蓄電池以外にもエネルギーを熱と
して貯めて使い得る可能性があることも⽰唆された。

 昨年度までに整理した既存事例に加え、本年度ヒアリング対象４事例を加えた事例の類型から得られる典型モデルへの⽰唆を整理した。

表2.9（1） 類型による典型モデルへの⽰唆の整理
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2）分析結果
③類型による達成度への影響の考察

類型 本年度ヒアリング対象４事例からの⽰唆 既存事例も含めた⽰唆

エネルギー源

• 既存事例ではCGS中⼼の事例も多かったが、脱炭素化を目的として太陽光中
⼼としたシステムが増えている。

• 太陽光中⼼のシステムでは各々システムの特性に応じたエネルギーマネジメント
の工夫を⾏っている。（例︓AIシステムによる需要制御、EV充電やハイブリッ
ド給湯器との組合せ、⽔素製造や大型蓄電池による地域の余剰の吸収）

• 廃棄物発電やバイオマス発電のように安定電源があると事業性の確保がしやす
い。廃棄物発電、バイオマス発電、小⽔⼒発電（事例では確認できないが）を
地域特性上システム構成に含むことが可能であれば積極的に取り入れることを
検討するべきである。

供給方法

• ⺠間事業者主体で、複数需要家に電⼒を供給する場合は、登録特定送配電
となる。その場合、事業者は再エネ賦課⾦をコストとして⽀払うこととなる。

• コスト面でのメリットを出すため、特定供給を採用しようとしたものの、経済産業省
との協議により登録特定送配電となり、収⽀としては下がる傾向となる事例が
多い。

• 特定供給は、公共施設、工業団地へ電⼒供給する事例で採用されている。
• 特定供給では、一つの構内に、更に追加で専ら一つの施設⼜は構内に供給す

る形とした事例、組合を組成することで供給先を「自らの施設⼜は密接関係を有
する者の施設」とした事例がある。

 昨年度までに整理した既存事例に加え、本年度ヒアリング対象４事例を加えた事例の類型から得られる典型モデルへの⽰唆を整理した。

表2.9（2） 類型による典型モデルへの⽰唆の整理
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自営線

系統
引込

自らの施設⼜は
密接関係を有する者の施設

系統
引込

逆潮流
×

更に追加で
専ら⼀つの施設
⼜は構内

自営線

系統
引込

⼀つの施設⼜は構内

系統
引込

⼀つの施設⼜は構内

自営線

系統
引込

制限なし
（第三者への供給が可能）

登録届出送
配電事業者

●自家発自家消費 ●特定供給事業

●登録特定送配電事業

逆潮流の
有無によらない

逆潮流の
有無によらない

逆潮流の
有無によらない

電⼒供給方法を選定する際の考え方のフローに基き、各供給方法の形を模式的に⽰したのが以下のイメージ図である。

自⼰保有電源で相⼿方の需要の５割以上の供給能⼒を確保していることが必要

⼀つの施設⼜は構内

※追加で専ら⼀つの施設⼜は構内に
供給する場合は逆潮流が不可になる

※追加で専ら⼀つの
施設⼜は構内に供
給する場合で逆潮
流も⾏う場合は特定
供給になる

※追加で2つ以上の
自ら⼜は密接な関係を
有するものの施設⼜は
構内に供給する場合は
特定供給になる

逆潮流の
有無によらない

発電施設のみ

※追加で2つ以上の
第三者を含む施設⼜は
構内に供給する場合は
登録特定送配電になる

自営線

系統
引込

逆潮流
○

更に追加で
専ら⼀つの施設⼜は構内

⼀つの施設⼜は構内

自営線

※事業実現にあたっては、電⼒供給方法のほか、保安管理や電⼒の安定供給に関する法規制等の確認が必要。 出典︓パシフィックコンサルタンツ（株）作成
図2.6 電⼒供給⽅法のイメージ
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2）分析結果
④事業リスクの顕在化による達成度への影響の考察

リスク分類 リスク概要 達成度への影響の考察

許認可・法制度リスク 規制、許認可、制度改正、系統連系に係るリ
スク

• 電⼒の供給⽅法に応じた電気事業法への対応が遅れると、事業推進に影響を与え、環境面、社会面、経済面の効果発
現の遅れの原因となる。いずれの事例でも供給⽅法の検討の時間がかかり、複数回の事業の⾒直しが生じている。

• 予め供給⽅法の要件や必要な⼿続に関する知識があって判断ができると、スムーズに事業構築が進められる。
• 登録特定送配電は再エネ賦課⾦がかかることからコストが上がる傾向にある。その対策として、特定供給や自家発自家消費

といった異なる供給⽅法を選ぶ工夫をすることが考えられる。

⼟地リスク 事業用地取得時の契約、事業用地の利用継
続に係るリスク

• 土地の取得が想定どおりに進まないと、事業推進に影響を与え、環境面、社会面、経済面の効果発現の遅れの原因となる。

完⼯リスク コスト・タイムオーバーランにつながる設計・施⼯
（オーバースペックによる初期投資増を含む）、
EPC業者等、資⾦調達に係るリスク

• 世界的な資材不足による⻑納期化や⼯事業者の選定困難に伴う工期遅延が発生すると、環境面、社会面、経済面の効
果発現の遅れの原因となる。

需要予測の
不確実性リスク

エネルギー需要の変動、契約更新に係るリスク • 需要や利用客が想定どおり確保されなければ、収益やCO2削減効果が確保できず、環境面、経済面の効果が減少する原
因となる。

追加コスト
発生リスク

資源の品質基準の不⼀致、機器損傷、物
損・人的被害の損害賠償、メーカー保証適用
事項との不⼀致、機会損失、ユーティリティコス
ト増加、事業終了後の原状回復等に係るリス
ク

• 建築資材等の高騰によりイニシャルコストが上昇するリスクが顕在化すると、経済面の効果が減少する可能性がある。
• しかし、いずれの事例もコスト上昇を事業主体が吸収し、地域経済活性化への影響や需要家への価格転嫁等は確認でき

ていない。
• 事前に⼀定総額で価格契約するランプサム契約により、資材のコスト変動リスクをを回避している事例もみられた。
• 事業収⽀のバランスをとるためにコスト抑制が必要な状況の中、設備更新費用を収⽀に⾒込んでいない場合、故障等により

想定外の⽀出が発生すると、経済面の効果の減少や事業継続に影響が出る可能性がある。

 事業リスクの顕在化による達成度への影響について考察した。
 ヒアリングしたのは補助事業の４事例のみでサンプル事例が少ないがそこから推測できる分析を試みた。

表2.10 事業リスクの顕在化による達成度への影響の考察
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆

ⅰ.課題及び留意点の整理

 定性分析の結果を昨年度までの資料（意義・メリット、事業構築の進め方、典型モデル）に反映し、概要資料の中で取りまとめた。

自営線マイクログリッドの
意義・メリット

• 公共施設や⼯業団地等、需要が大きい施設を受け皿として事業を組み⽴
てることが基本的な考え方となることが再確認された。

• ⺠間事業者主体で太陽光中⼼のシステム構成の場合は、地域のレジリエン
スの面では補完的な機能になる。地域の災害時対応の体制の中で適切な
位置づけと役割を設定していく必要がある。

• 環境面の効果として、⽊質バイオマスを活用する事例では、森林整備の加速
による土砂災害の予防、⽔源の保全、CO2吸収量の向上があった。

• 新規開発エリアは、事業としてはやりやすい反面、需要側施設の建設が遅れ
ると事業に影響を与えるリスクがある。需要施設の整備のスケジュールも⼗分
踏まえる必要がある。

• 需要や利用客が想定どおり確保されなければ、収益やCO2削減効果が確保
できず、環境面、経済面の効果が減少する原因となる。

• 将来的な需要施設建設の⾒込みも想定どおりとならなければ、環境面、経済
面の効果が発現しないというリスクがある。

• 世界的な資材不足による⻑納期化や⼯事業者の選定困難に伴う工期遅延
が発生すると、環境面、社会面、経済面の効果発現の遅れの原因となる。

• 蓄電池以外にもエネルギーを熱として貯めて使い得る可能性があることも⽰
唆された。

• RE100を目指し、外部再エネ電源を活用するパターンとして、太陽光発電の
特定供給と併せて、地域の再エネ発電所からオフサイトPPAにより再エネを調
達をする事例があった。

• 事前に⼀定総額で価格契約するランプサム契約により、資材のコスト変動リス
クをを回避している事例もみられた。

定性分析の主な結果

事業構築の進め方

典型モデル

概要資料

昨年度までの資料に反映 概要資料に反映
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆

修正箇所 本年度ヒアリング
対象４事例及び
既存事例からの

修正事項
修正後の記載（※⾚字部分が変更箇所）

自営線マイクロ
グリッドの意義
「環境」

•逆潮流が困難な
地域に関する内
容を追加する

旧︓自営線により複数のエネルギー需要をまとめて再
エネ設備等とつなげることで、より⼤きな規模で再
エネを導⼊でき、再エネの地産地消による脱炭
素化につながります

新︓自営線により複数のエネルギー需要をまとめて再
エネ設備等とつなげることで、電⼒系統への逆潮
流が困難な地域においてより⼤きな規模で再エ
ネを導⼊でき、再エネの地産地消による脱炭素
化につながります

自営線マイクロ
グリッドの意義
「経済」

•再エネ導⼊による
関連事業における
雇用創出について
の内容を追加する

旧︓地域内で発電した再エネを地域で消費すること
で、地域外へのエネルギー費用の流出を抑える
ことができ、地域内での経済循環を向上させるこ
とににつながります

新︓地域内で発電した再エネを地域で消費すること
で、地域外へのエネルギー費用流出の抑制、関
連事業による雇用創出、再エネを活用したい企
業の誘致等により、地域内の経済活性化につな
がります

表2.11 自営線マイクログリッドの意義に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、概要資料の「自営線マイクログリッドの意義」を修正・更新した。

ⅰ.課題及び留意点の整理

図2.7 概要資料の自営線マイクログリッドの意義に係る修正箇所
（⾚囲み部分が昨年度からの修正箇所）
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆

修正箇所 本年度ヒアリン
グ対象４事例
及び既存事例
からの修正事項

修正後の記載（※⾚字部分が変更箇所）

自営線マクログ
リッドのメリット
「地域の脱炭素
化」

•⺠間施設が核と
なる場合もあるた
め、⺠間施設に
関する記載を追
加する

旧︓公共施設や公共インフラ(廃棄物・水道・交通等) を核
として地域の脱炭素化を進めることができます。

新︓公共施設や公共インフラ(廃棄物・水道・交通等)、需
要の⼤きい⺠間施設（⼯業団地等）を核として地域の
脱炭素化を進めることができます。

地自営線マクロ
グリッドのメリット
「地域経済の活
性化」

•再エネ関連事業
における企業誘
致、雇用創出の
内容を追加する

旧︓再エネ電⼒を自営線エリア内に供給することで脱炭素経
営のニーズに対応した企業誘致を推進することができます。

新︓再エネ電⼒を自営線エリア内に供給することで脱炭素経
営のニーズに対応した企業誘致を推進することができます。
また、再エネ関連事業における雇用創出につながります。

表2.12 自営線マイクログリッドのメリット（効果）に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、「地域の再エネを活用した地産地消の自営線マイクログリッドのはじめかたガイド」の「自営線マイクログリッドのメリット」を修正・更新した。
 記載内容の他、図、配置についても⾒やすい形に⾒直しを⾏った。

ⅰ.課題及び留意点の整理

図2.8 概要資料の自営線マイクログリッドのメリット（効果）に係る修正箇所
（⾚囲み部分が昨年度からの修正箇所、点線は配置のみ変更）
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）

１ 事業目的の
確認

•自営線マイクログリッドの意義・メリッ
トには、環境（脱炭素化）、社会
（レジリエンス等） 、経済（地域
経済活性化等）の側面があります。
•事業単独で考えるだけでなく、地域
の将来像や上位計画、他の事業と
関連付けることで、地域の課題解
決につながるよう方向性を定めます。
•関係する主体間で協議し、考え方
を擦り合わせて事業目的を明確
化・共有します。

事業目的の明確化の重
要性

•自営線マイクログリッドは、環境、社会、経済の様々な側面における地域のニーズや課題を解決することを目的
とします。
•目的を達成するための⼿段として自営線マイクログリッドを位置づけ、システムの規模や構成、運用方法は目的
に基づいて設定します。

地域の将来像や上位計
画、他の事業と関連付
け

•地域の将来像や上位計画の中で事業の位置付けを検討し明確化する中で、地域課題解決の⼿段として位
置付けます。関連する他の事業との関係性も整理し、当該事業で実施する領域を明確化させます。
• このような整理を⾏うことで、当該事業の位置付け、取組内容、主体、スケジュール等が整理しやすくなります。

主体ごとの事業目的の
擦り合わせ

•地方公共団体と⺠間事業者で事業の意義・メリットの認識が異なる部分もあります。相互に協⼒できる点や⼀
致する点を探していく必要があります。例えば太陽光発電中⼼のシステムでは、地域レジリエンスの面では補完
的な機能となるため、地域の災害時対応の体制の中で適切な位置づけと役割を設定していく必要があります。
•地方公共団体と⺠間事業者それぞれが地域の人材やリソースを有効活用し、地域の活⼒の維持・向上や魅
⼒あるまちづくりなどの将来像を共有しながら検討を進めていくことが必要です。

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、 概要資料の「事業の進め方」を６ステップとし、各ステップにおける留意点を修正・更新した。
 「１ 事業目的の確認」に、太陽光中⼼のシステムではレジリエンス面では補完的な機能となり、災害時対応の体制の中で適切な位置づけと役割の設定が必要である旨を追記した。

表2.13（1） 事業の進め⽅に係る修正点
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）
２ 事業主体の
在り方・事業体
制の構築

•自営線マイクログリッドは、公共・⺠
間で連携・協⼒して体制を構築し
実施する事業です。
•⺠間が主体となって公共の協⼒を
得ながら実施するのが主なパターン
であり、公⺠連携で事業主体を設
⽴するのも有効な方法です。公共
の施設・設備のみで実施する場合
であっても、技術・ノウハウの面で⺠
間事業者の協⼒は⽋かせません。

事業主体と関係
者の役割の明確
化

•事業の構想・計画の段階から、事業主体と関係主体の役割について明確にしておきます。⺠間企業側は保有する
技術・ノウハウなどを、公共側は保有する公共インフラ・公共スペースを活用するなどの考え方で役割分担を整理しま
す。
•役割分担に関わる方針・考え方は協定書締結など相互に確認できる形で共有しておくことが必要です。

公⺠連携での事
業主体設⽴につい
て

•公⺠連携の事業主体として、地域新電⼒を新たに設⽴したり、既に地域に存在する場合は実施者として参画しても
らうことが考えられます。
•地元企業や再エネ電源を持つ企業との体制構築は、地域内連携強化や電⼒需給の安定化というメリットがあります。
しかし、構成員が増えることにより、収益の分配が複雑化したり、意思決定が遅れたりする等のデメリットもあります。

運営・保守管理ま
で⾒越した体制構
築

•運営・保守管理における電気主任技術者の専任等、法律で求められる要件についても予め考慮し体制を構築する
必要があります。
• メンテナンス不良やオペレーションミス防⽌のため、保守管理や継続的な改善提案を適切に⾏う人材・体制を確保し
ます。またトラブル発生時の体制や対応⼿順も早い段階で考えておく必要があります。

セクターカップリング
の検討

•地域の課題解決や取組の効果の拡⼤を狙って、様々な事業分野と連携（セクターカップリング）した体制構築を検
討することも重要です。

表2.13（2） 事業の進め⽅に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、「2 事業主体の在り方・事業体制の構築」にセクターカップリングについての内容を追加した。
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）
３ 対象とする区
域の選定、活用
可能なリソースの
確認

•自営線グリッドで接続する区域は、
供給・需要が⼀定の区域に集まっ
ているエリアを対象とし、電気・熱の
両面で供給と需要の組合せ・バラン
スを考慮して定めます。
• エネルギーの供給・需要それぞれの
視点で地域の活用可能な公共・⺠
間のリソース（再エネポテンシャルや
エネルギー需要施設など）を既存
及び新設の両面から確認します。

区域選定の考え
方

•公共施設が集積している・⺠間事業者の拠点施設や⼯業団地等需要が⼤きい施設がある等のエリアは、それらの
施設を核とした自営線グリッドを構想しやすく、対象とする区域の候補に挙げられます。
•需要先が新設であるか既設であるかによって、それぞれメリットとデメリットがあります。
（※メリット、デメリットを表で提⽰）
•主な供給・需要を、事業に意欲のある主体や事業に直接参画している主体で固めておくことで供給元や需要先がい
なくなるリスクの対策となります。

需要施設の検討 •消費するエネルギーが⼤きい施設、防災機能が必要な施設を自営線マイクログリッドの中⼼として考えます。中⼼とな
る施設を選定後、近隣を確認し、できるだけ用途の違う複数の施設を追加して需要施設の構成を検討します。
• エネルギー需要量は、年間値及び時刻別の需要カーブを想定する必要があります。平日・休日や季節ごとの需要の
変動を把握しておくことで、より実態に近い事業性の検討を⾏うことができます。実測値がある場合はそれを用い、測
定が難しい、あるいはこれから新設される施設の場合は、想定される需要家の業種や建物用途に応じた文献値を参
照して推計します。

（※検討の⼿順についての図、自営線マイクログリッドの中⼼となる需要施設の選定例、複数の施設を組み合わせる
メリットを掲載）

発電・発熱設備等
の検討

•導⼊する設備を選択する際は、まず、需要施設周辺の地域特性を把握します。太陽光、水⼒、風⼒に必要なエネ
ルギー源（日射量、風速、水量等）の状況や、バイオマスのエネルギー源となる⽊材や家畜の糞尿等を確保するた
めに関連する地域の産業の状況を把握します。
•導⼊する需要施設の特徴（電気、給湯や暖房によるエネルギー消費量や災害時の安定電源が必要か等）と導⼊
可能性のある再エネの⻑所/短所を考慮して、導⼊する再エネを検討します。
•将来的に活用可能なリソースとして、卒FIT電源の自営線エリア内への受け⼊れを検討することも⼀つの方法です。
•再エネを設置可能なスペースについて確認し、各省庁や業界団体等が公表している資料やツール等を基に再エネ等
の供給可能量を推計します。

（※エネルギーの選択の考え方に関する図、再エネの特徴に関する表を掲載）

表2.13（3） 事業の進め⽅に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、「３ 対象とする区域の選定、活用可能なリソースの確認」のポイントを「区域選定の考え方」「需要施設の検討」「発電・発熱設備等の検
討」として、図表等も追加をして以下の様にまとめなおした。
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）
4 事業方式と法
制度対応の検討

•自営線マイクログリッドの電⼒の供
給方法にはそれぞれメリット・デメリッ
トや必要な⼿続があるため、それら
を踏まえて事業に適した方法を検
討します。
•自営線を設置する場合には、道路
交通法、道路法への対応が必要と
なります。また、自営線マイクログリッ
ドは電気事業に当たると考えられる
ため、電気事業法ほか関係法令へ
の対応も必要となります。

電⼒の供給方式
について

•自営線マイクログリッドの電⼒供給方式には「自家発自家消費」、「特定供給事業」、「登録特定送配電事業」の３
種類があります。許認可が必要となる方式もあり、どの方式を採用するか事前に⼗分な検討が必要です。
•電気事業法ほか関係法令による電⼒供給方法の変更に伴い、事業開始前後の負担を整理すると、自家発自家
消費＜特定供給＜登録特定送配電の順に負担が⼤きくなるものと考えられます。
•電⼒の供給方式が適切に選定がなされないと、事業検討の途中で⾒直しが必要となり、スケジュールの遅延や事業
採算性の変動に繋がります。
•補助⾦を活用する場合は、補助対象の供給方式の要件が設定されている場合もあるので注意が必要です。
（※電⼒供給方法ごとの事業開始前後の負担の概要についての表を掲載）

法制度対応の検
討について

•自営線マイクログリッドにおいて、公道を使って自営線を設置する場合には、道路交通法、道路法への対応が必要と
なります。
•自営線マイクログリッドは電気事業に当たると考えられるため、電気事業法ほか関係法令への対応も必要となります。
•電気事業法ほか関係法令に関連する規制等を協議先ごとに分類すると、「事業規制」、「保安規制」、「託送供給
約款等による制約」の3つに整理されます。「事業規制」において、電気事業の形態（電気の供給方法）が制限さ
れ、「保安規制」、「託送供給約款等」において、電⼒の安定供給、公共の安全確保等に抵触しないような保安管
理体制の構築、技術基準への適合等が求められます。

（※公道を使って自営線を設置する場合に関連する関連法令及び許認可⼿続等への対応の方向性についての表、
電気事業に関連する関連法令及び規制等の種別と対応の方向性についての表を掲載）

表2.13（4） 事業の進め⽅に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、新たに「4 事業方式と法制度対応の検討」をステップに追加し、以下の内容を記載した。
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）
5 事業規模や
システム構成の
設定と事業性の
確認

•事業の構成（事業規模やシステム
構成）は、事業の持続可能性を
確保するために、運営期間中の売
電などの収⼊で初期投資（補助
⾦額分を除く）と運営・維持管理
費用が賄えるような事業の構成とし
ます。
•事業性の確認と併せて、事業リスク
を抽出し、リスクを小さくする⼿段や
発生した場合にどう対処するかを検
討しておくようにします。

事業の構成（事業規
模やシステム構成）の
検討

•需給バランス確保ができる範囲で、収⼊源となり脱炭素化にもつながる再エネの発電設備を可能な限り多く導
⼊するように検討します。
•発電以外にもバイオマス等の熱利用の導⼊やエネルギーを熱として貯めて使う可能性も検討します。
•再生可能エネルギーの供給は天候等の条件により変動するため、需給バランスを確保するために蓄電・蓄熱等
の検討を⾏います。
•地域の再エネ発電所等から再エネを調達するなど、外部再エネ電源を活用できる可能性も併せて検討すること
も⼀案です。
•事業収⽀確保や需給バランスの確保のためには、必要に応じて関連する別の事業との組合せも検討します。
（※需給バランスのイメージ図を掲載）

事業性の確認 •電⼒・熱といったエネルギーサービスの生産・販売量と販売価格を設定し、事業収⽀計算を⾏い、初期投資の
回収・運営段階の維持管理費の⽀払いが可能か確認します。
•自営線マイクログリッドは、太陽光などの発電設備に加え、送電線や蓄電池など直接的にはエネルギーを生産し
ない設備・機器も組み合わせることになるため、⼀般的な発電事業よりも事業採算性の確保に⼗分な注意が
必要です。必要に応じて補助⾦・交付⾦や地方財政措置等の活用も検討します。（補助⾦・交付⾦や地方
財政措置等の⽀援の情報源については、参考資料を参照）
•事業のリスクを抽出し、発生の可能性と影響の⼤きさで重み付け評価をして対処すべきリスクと対策を検討しま
す。例えば、第三者の供給元や需要先が縮小するリスク、利用が⾒込みより少なく需要が確保できないリスク、
社会情勢の影響による資材・部材の⻑納期化等による⼯事遅延のリスク、資材・部材の価格⾼騰のリスク等
があります。想定されるリスクについて、予めリスクを小さくする⼿段がないか、発生した場合にどう対処するかを検
討します。収⽀も複数パターンを設定しシミュレーションしておく必要があります。（※収⽀のイメージ図を掲載）

⻑納期化や価格⾼騰に
ついて

•世界情勢等の影響による資材の⻑納期化で事業スケジュールが遅延したり、資材価格が⾼騰して事業費や
導⼊設備の⾒直しが必要になる等の影響を受ける場合があります。実際にコロナ禍やウクライナ情勢等により多
くの事業で影響が⾒受けられます。
•計画段階からリスクを想定して、遅延時のスケジュール案を検討しておいたり、資材の⾼騰リスクに対してはランプ
サム契約（⼀定総額での価格契約）をしておくなどの対策が⼀案として考えられます。

表2.13（5） 事業の進め⽅に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、「5 事業規模やシステム構成の設定と事業性の確認」の進め方に事業リスクについての内容を記載、ポイントに「⻑納期化や価格⾼騰につ
いて」を追加し、「事業の構成」「事業性の確認」の留意点についても内容を追加した。



2.2 自営線マイクログリッドの分析

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

（１）定性分析

2-30

2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆

ⅰ.課題及び留意点の整理

ステップ 進め⽅ ポイント 留意点（※⾚字部分が変更箇所）
6 モニタリング・
評価方法の検討

•事業の目的で設定した環境（脱
炭素化）、社会（レジリエンス
等） 、経済（地域経済活性化
等）といった事業効果について、事
業の構想段階から概略で算定・把
握し、目的に適った事業内容になっ
ていることを常にチェックすることが必
要です。
•事業効果について、運用中のモニタ
リング・評価が実施可能な事業内
容になっていることを確認することも
重要です。

事業効果の想定とモニタ
リング・評価方法の検討

•環境面、社会面、経済面のそれぞれについて、当該事業で直接的・間接的に生じる効果を事業構想段階から
整理し、主要な効果については予め推計を⾏います。事業実施段階でのモニタリング・評価方法も検討します。
• システム稼働後は、例えば１年間のモニタリング結果を踏まえて設備のチューニングを⾏うようにするなど、適切な
運用をしていくための体制やスケジュールを予め検討しておくことも重要です。

事業効果の算定 •環境面︓自営線マイクログリッド事業が評価されるべきポイントとして、電⼒系統への逆潮流が困難な地域にお
ける再エネ導⼊、エネルギーシステム内での地産地消が挙げられます。温室効果ガス排出量の削減効果は計
画段階で算定をしておく必要があります。⽊質バイオマスを活用する場合は森林整備によるCO2吸収量の向上
なども効果として挙げられる可能性があります。
•社会面︓レジリエンスについては、災害時のエネルギー供給についてどの程度の効果を期待するのか供給量や
継続時間などの視点で予め整理します。
•経済面︓地域経済活性化については、雇用創出や企業誘致、事業に関わる地域への⽀払額（設備購⼊、
運営に関わる地域雇用等）について整理します。RESAS （地域経済分析ツール）を使えば経済波及効果
も含めた把握が可能です。エネルギー価格の⾼騰に対して、自前の再生可能エネルギー電⼒の供給による電
気代の節約効果を算出することも考えられます。

表2.13（6） 事業の進め⽅に係る修正点

 本年度ヒアリング及び分析結果を踏まえ、「6 モニタリング・評価方法の検討」に、環境面の効果として、⽊質バイオマス利用の場合の森林整備によるCO2吸収量の向上について追
記、経済面の効果についての記載に「雇用創出や企業誘致」を追加した。
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅱ.令和4年度業務の「典型モデル」修正点の確認

株式会社エヌディエス
「高梁⽊質バイオマス発電事業に伴う熱供給事業」

出典︓株式会社エヌディエス⾼梁⽊質バイオマス発電事業に伴う熱供給事業 令和5年度
交付申請書類」を元に作成

熱需要があり熱供給（バイオマス）を組み込んだ例

 典型モデル以外で、本年度ヒアリングから得られた、事業を実施する場所の特性等を反映した様々な事業のパターンの例を以下に⽰す。

バイオマス発電所（補
助対象外）の排熱利
用だけでなく、⽊質バイ
オマスボイラーも導入

需要施設が「レスト
ラン」「福祉施設」
「宿泊施設」のため、
熱需要が大きい

出典︓ENEOS株式会社「清水次世代型エネルギー供給プラットフォーム事業 令和5年度交付申
請書類【⑨-1,2 補助事業全体のシステムフロー図】」

ENEOS株式会社
「清⽔次世代型エネルギー供給プラットフォーム事業」

⽔素を組み込んだ例

再エネ電⼒に
よる⽔素製造。
2024年中に
開始予定。
災害時に活用
するFCVへの
⽔素供給等を
想定。

※太陽光発電、⽊質
バイオマス熱利用の
所有はエヌディエス
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2）分析結果
⑤課題、モデルへの⽰唆
ⅱ.令和4年度業務の「典型モデル」修正点の確認

出典︓株式会社Looop webサイト＜https://looop.co.jp/info/3971_20220126＞

株式会社Looop
「浦和美園第3街区を核として実現するスマートシティさいたまモデル構築事業」

小規模需要（住宅）向けのシステムを構築した例

街区内の住宅51⼾の屋根に太陽光パネルを設置して発電、
街区内へ電⼒供給

出典︓京セラコミュニケーションシステム株式会社「石狩市における再エネデータセンターを核とした地域
エネルギーシステム構築事業 令和5年度交付申請書類」を元に作成

京セラコミュニケーションシステム株式会社
「石狩市における再エネデータセンターを核とした地域エネルギーシステム構築事業」

外部再エネ電源を活用した例

自営線マイクログリッド内の太陽光発
電のほか、RE100を目指して地域の
再エネ発電所からの再エネを調達
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定量分析の目的
 定量分析モデルを用いて分散エネシステムの環境性、経済性、防災性の項目の定量分析を⾏い、補助対象案件で達成した点、不⼗分な点の⽰唆を得る。

1）分析⽅法
①定量分析の⽅法・分析項目

１）定量分析のための情報の収集

４）課題、モデルへの⽰唆

①課題及び留意点の整理 ②令和4年度業務の「典型モ
デル」修正点の確認

2）定量分析モデルによるシミュレーション方針の検討

3）計画値とシミュレーション結果の⽐較・考察

 定量分析では、定量分析モデルの⼊⼒に必要な情報を収集した上で、定量分析モデルを用いて環境性、経済性、防災性を分析し、事業の計画値と⽐較を⾏い、その⽐較結果
について分析・考察を⾏うことで補助対象案件で達成した点、不⼗分な点の⽰唆を得た。また、これらの結果を全国展開に向けた課題やモデル構築に反映した。

 定量分析モデルによるシミュレーション結果は文献値等の公表値に基づくものとなり、補助対象案件と類似した事業を実施しようとした場合に企画構想・計画段階において⾒込まれ
るCO2削減効果や事業費・事業収⽀に近い値になるものと考えられるため、実績値との⽐較・考察を⾏うことで、補助対象案件においてより優位となっている点、文献値等の公表
値では⾒込むことが困難であった点等を明らかにすることができると考えられる。

図2.9 定量分析のフロー

表2.14 定量分析モデルで分析する項目

定量分析の大項目 具体的な定量分析項目

環境性

CO2削減効果〔t-CO2/年、t-CO2/事業期間〕

CO2削減費用〔円/t-CO2〕

再エネ自給率〔％〕

経済性

イニシャルコスト〔円〕

ランニングコスト〔円/年〕

投資回収年〔年〕

事業の効率性（P-IRR）〔％〕

防災性 エネルギー自⽴度（kW、kWh）
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(2)定量分析

 環境性、経済性、防災性の観点で⽐較した結果と考察を取りまとめた。
 脱炭素に向けてのCO2削減効果の向上、発電設備の最⼤稼働、レジリエンスについてのエネルギー自⽴度の向上に対しては、蓄電池の導⼊が効果的と考えられるが、その分の設備費用

や維持管理費の増額によって費用の負担が増加し、経済性（投資回収年）の確保が難しくなる可能性がある。
 自営線マイクログリッドを検討する際は、事業目的に対しての優先度は事業者によって異なるため、取組内容に対しての優先度の調整を事業者が判断する必要があると考えられる。

２）分析結果
①計画値とシミュレーション結果との比較・考察
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表2.15 計画値と定量分析モデルのシミュレーション結果の比較と考察
項目 計画値と定量分析モデルの比較結果 考察

環
境
性

CO2削減効果が計画値と⽐較して、定量
分析モデルの結果が低い値となる場合が
あった。

• 定量分析モデルは、太陽光パネル傾斜角が0度の想定となっているため、計画値よりも発電電⼒量が小さくなる事例があった。日射量を最大限確保す
るパネル傾斜角度としている場合は、定量分析モデルの太陽光発電電⼒量を補正する必要がある。

• 定量分析モデルによる結果や実績値では太陽光発電設備の出⼒制御が発生し、CO2削減効果が低減している事例があった。これは、発電設備に対し
て、計画時よりも電⼒需要が下ブレしているためと考えられる。その場合は、更なる蓄電池の導⼊を⾏うことで太陽光の出⼒制御の機会を削減できると
考えられるが、事業採算性の悪化にも繋がりかねず、電⼒需要を増加させる取組が必要と考えられる。

蓄電池とEVを導⼊することで、太陽光発
電設備の発電電⼒量が向上した事例が
あった。

• 上記の内容から、蓄電池やEVの導入は、太陽光発電設備の出⼒制御の削減に対して有効な⽅法であり、実際に発電電⼒量が向上している。ただし、
蓄電池等を導⼊してもなお、太陽光発電設備は出⼒制御が必要な場合は、さらなる蓄電池の導⼊や電⼒需要を増加させる取組が必要と考えられる。

熱供給設備を導⼊した事例では、CO2削
減効果が計画値と⽐較して、定量分析モ
デルの結果は同程度の値になった。

• ⽊質バイオマスボイラー等の熱供給設備の導⼊を検討したある事例では、定量分析モデルでは24時間熱需要が確保できる場合を想定して効果が算定
されるため、⽊質バイオマスボイラーによるCO2削減効果が最大化し、計画値と同程度の結果になったと考えられる。したがって、計画値では熱需要の確
保ができることが前提となっており、事業として熱需要の下ブレが発生しないか留意が必要である。

経
済
性

イニシャルコストについて、計画値が定量分
析モデルの結果よりも⼤きい値になる場合
があった。

• ある事例では、イニシャルコストの乖離は、計画値に調査・設計費等の諸経費が含まれており、定量分析モデルは文献値を活用しているという制約から左
記が考慮しにくいため、差異が生じたと考えられる。

ランニングコストについて、計画値が定量分析
モデルの結果よりも⼤きい場合があった。

• ランニングコストについては、定量分析モデルでは不足電⼒調達した分は需要家に調達と同等の単価で供給し、損益は発生しないと想定しているが、計画
値では不足電⼒調達した単価＞需要家に供給する単価を前提としているものと考えられる。

防
災
性

複数事例において、エネルギー自⽴度
（kW、kWh）が100％以上の結果と
なった。

• エネルギー自⽴度（kW、kWh）を確認すると、複数事例で100％以上と⾼い値となっており、高いレジリエンス性を達成できているが、経済的な観点
からは過大な設備である可能性が考えられる。

• 定量分析モデルの結果では、対象事例はすべて現在の設備構成では投資回収年が20年以上となった。投資回収ができる範囲の設備構成から、本事
業の設備構成にした分（蓄電池の容量の増加等）の差額分が、事業者にとってのレジリエンスの価値に相当するものと考えられる。（定量分析モデル
により、レジリエンスの価値相当を定量評価できる可能性がある。）



2.2 自営線マイクログリッドの分析
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２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

(2)定量分析

全国展開に向けての課題 内容 モデル検討に係る対策（案）

設備規模に関しての課題

• エネルギー自⽴度（kW、kWh）を確認すると100％以上と⾼い値の事例が多く、高いレジリエン
ス性を達成できているが、経済的な観点からは過大な設備である可能性が考えられる。

• 定量分析モデルの結果では、現在の設備構成では投資回収年が20年以上となっている結果が多
く⾒られた。投資回収ができる範囲の設備構成から、本事業の設備構成にした分（蓄電池の容
量の増加等）の差額分が、事業者にとってのレジリエンスの価値に相当するものと考えられるが、
過大な設備規模になっているとも考えられる。

• シミュレーションを⾏い、余剰電⼒などを確
認し、発電設備や蓄電池等が過⼤ではな
いか精査する。

• 事業の目的の達成に向けた設備構成に
なっているかを確認する。

電⼒需要に関しての課題

• 定量モデルによる結果や実績値では太陽光発電設備の出⼒制御が発生し、CO2削減効果が低
減している。これは、発電設備に対して、計画時よりも電⼒需要が下ブレしているためと考えられる。
更なる蓄電池の導⼊を⾏うことで太陽光の出⼒制御の機会を削減できると考えられるが、事業採
算性の悪化にも繋がりかねず、電⼒需要を増加させる取組が必要と考えられる。

• 蓄電池やEVの導入は、太陽光発電設備の出⼒制御の削減に対して有効的な⽅法であり、実
際に発電電⼒量が向上している。ただし、蓄電池等を導⼊してもなお、太陽光発電設備は出⼒
制御が必要な状態も確認され、その場合はさらなる蓄電池の導⼊や電⼒需要を増加させる取組
が必要と考えられる。

• 施設の電⼒需要の30分値を電⼒会社に
問い合わせることで⼊⼿し、できるだけ正確
な電⼒需要を把握する。

• シミュレーションを⾏い、余剰電⼒がどの程
度発生するのかを考慮し、発電設備と電
⼒需要の需給バランスを調整する。

 事例を定量分析モデルで分析し考察した結果から、自営線マイクログリッドを普及展開する際の障壁になると考えられる課題（主に設備規模と電⼒需要の2点）を⽰す。
 防災性等を重視することで蓄電池等の設備規模が過⼤になり、その結果設備費用等が増加することで経済的にはメリットが低減する可能性があることが確認できている。そのため、

企画構想段階で、設備規模が過⼤ではないかを確認し、防災性と経済性を勘案した設備規模にすることが重要であると考えられる。
 計画時の電⼒需要の想定よりも電⼒需要が下ブレすることで、再エネ設備の稼働率が低下し、想定していた経済的なメリットが得られない結果が確認できている。そのため、企画構

想段階での想定される電⼒需要の精査が重要である。

２）分析結果
②課題、モデルへの⽰唆

表2.16 全国展開に向けての課題と対策（案）
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2. 地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

(１)令和４年度業務の分析結果の確認
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運営ノウハウが足りない・⼿続きが煩雑
実
施
体
制

の
構
築

非常時を想定したリスク管理が難しい

初期費用の資⾦調達が難しい

初期費用が⾼い事
業
採
算
性

の
確
保

ランニングコストが⾼い
売上が少ない

適正な設備規模の判断が難しい
（再エネ、畜エネ、受変電設備等）

適
切
な
設
計 ⼯事内容の決定の判断が難しい

（自営線敷設ルート、対象範囲等）

ステークホルダーとの合意形成がうまく進まない
事業概要の決定方法や留意点がわからない

需要規模が不足している
需
給
の

確
保 再エネポテンシャルが不足している

需要施設と供給サイトの距離が離れている

自営線を活用した事業に関する
ガイドライン・事例集の作成・提供

定量分析モデルの開発・活用

補助事業のリスク評価事例の整理・公開

促進区域の設定

交付⾦・補助事業（計画策定）

交付⾦・補助事業（設備導⼊）

分散型エネルギーシステムプラットフォーム
の構築（事業者のマッチング⽀援）

運営体制の構築⽀援
（地域新電⼒の設⽴等）

・再エネ促進区域の設定が⼗分に進んで
いない。電⼒システムの関連制度が過渡
期にあり、事業への影響が不透明

事業者が直面する課題 課題の原因となる事項（普及の阻害要因）
国として実施すべき取組・対策

・事業者が参照できる情報の不足
（先⾏事例の⽋如、構想〜事業化までの

流れ・各段階での留意点が不透明）

・設備投資のための資⾦不足
・環境価値を重視した事業に対する
⺠間融資の不足

・適切なシステム設計を⾏うための
専門的な知識・技術が不足

・システム設計を委託する資⾦が不足

・分散型エネルギーシステム全体を管
理するノウハウや実施主体の不足

脱炭素化⽀援機構の設⽴

※環境省以外の省庁で対策が既に実施されている課題（例えば、蓄電池等の設備価格の低減など）は省略しており、図⽰した事項が発生し得る課題や取組・対策、 それらの対応関係の全てではないことに留意が必要である。

制度

情報

技術

経済

体制

制度 情報 技術 経済 体制

図2.10 事業者が直面する課題とその原因及び対策の対応関係（過年度報告書の再掲）

自営線を活用すべきかどうかが分からない
・分散型エネルギーシステムの存在や
特徴、導⼊要件等が認知されていない

情報再エネ導⼊方法の選択肢が把握できていない企
画

構
想
前

本
業
務
の

成
果
と
関
連

出典︓「令和３年度分散型エネルギーシステムの構築⽀援に係る調査委託業務報告書」（2022年３月）に⼀部加筆

企画構想から設計の各段階において、事業者は情報、制度、技術、体制面の様々な課題に直面する可能性がある。課題と普及促進策
（課題整理）

パシフィックコンサルタンツ（株）作成
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国
と
し
て
実
施
す
べ
き
取
組
・
施
策

地⽅公共団体実⾏計画制
度を通じた取組強化

促進区域の設定、補助事業のリスク評価事例の整理・公開

自営線を活用した事業に関するガイ
ドライン・事例集の作成・提供

脱炭素先⾏地域の選定に
よる地域間競争の活性化

配電事業や自己託送などの多様な事業形態との連携
まちづくりと一体となった事業等の創出、セクターカップリングの推進等

定量分析モデルの開発

事業者のマッチング⽀援（プラットフォーム）

電⼒システムの関連制度・施策に関する検討
（日本版コネクト&マネージ、託送料⾦面の対応
市場の整備・運用、配電事業制度）

2050204020302023 2025

運営体制の構築⽀援（地域新電⼒の設⽴等）

典
型
モ
デ
ル
の

発
展
イ
メ
ー
ジ

電
⼒
シ
ス
テ
ム

等
に
関
す
る
主

な
動
向

蓄電池の低価格化、電気自動⾞（EV）の普及

系統の順次新設・増強（10~20年めど）
電⼒市場の運用・改善

事
業
化
⽀
援

企
画
構
想
・
計
画
策
定

⽀
援

基本構想

事業計画

・補助事業等による計画策定⽀援
・交付⾦、地方財政措置による⽀
援の加速（先⾏地域100箇所以
上創出）

基本構想から計画策定、事業化へ
と進展（地域脱炭素の全国展開）

徐々に補助率は低減し、事業数が拡⼤
事業化

配電事業や自⼰託送などの多様な事業形態との
連携による相乗効果の発揮
まちづくりと⼀体となったシステムの
構想・計画が徐々に増加 都市と地⽅の連携により地域

課題を解決

課題と普及促進策
（国の普及促進策） 分散型エネルギーシステムの普及に向けて、国として全体的に実施すべき普及促進策のロードマップを以下に⽰す。

図2.11 国として実施すべき普及促進策のロードマップ（過年度報告書の再掲）

定量分析モデルの活用

モデル性のある事業を集中的に⽀援

株式会社脱炭素化⽀援機構を通じた⽀援 地域⾦融機関を通じた⽀援

事例分析及び普及促進策の制度化検討

技術開発の加速化と普及（エネルギー貯蔵技術、グリッドフォーミングインバータ (仮想同期発電機制御インバータ)、
MGセット、モバイル遠隔監視システム、地域エネルギーマネジメントシステム等）

官⺠連携による事業に関する⽀援の強化
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 過年度の課題の整理状況に対し、今年度の自営線マイクログリッドの分析から得られた追加的な⽰唆について下図の通り整理した。
 法制度対応方法の提⽰、典型的なシステム例⽰・システム構築方法の例⽰、需要施設の計画的な整備等が追加的な課題として挙げられた。

自営線を活用した事業に関する
ガイドライン・事例集の作成・提供

定量分析モデルの開発・活用

補助事業のリスク評価事例の整理・公開

促進区域の設定

交付⾦・補助事業（計画策定）

交付⾦・補助事業（設備導⼊）

分散型エネルギーシステムプラットフォーム
の構築（事業者のマッチング⽀援）

運営体制の構築⽀援
（地域新電⼒の設⽴等）

・再エネ促進区域の設定が⼗分に進んでい
ない。電⼒システムの関連制度が過渡期
にあり、事業への影響が不透明

課題の原因となる事項（普及の阻害要因） 国として実施すべき取組・対策

・事業者が参照できる情報の不足
（先⾏事例の⽋如、構想〜事業化までの

流れ・各段階での留意点が不透明）

・設備投資のための資⾦不足
・環境価値を重視した事業に対する
⺠間融資の不足

・適切なシステム設計を⾏うための
専門的な知識・技術が不足

・システム設計を委託する資⾦が不足

・分散型エネルギーシステム全体を管
理するノウハウや実施主体の不足

脱炭素化⽀援機構の設⽴

制度

情報

技術

経済

体制

制度 情報 技術 経済 体制
・分散型エネルギーシステムの存在や特
徴、導⼊要件等が認知されていない

情報

本
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務
の
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と
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本年度分析結果に基づく全国展開に向けた課題に関する追加的な⽰唆

・法制度の適切な理解と法規制対応方法の提⽰
・事業内容に沿った適切な事業方式の選定（特定送配電等）
・完⼯事例を踏まえた典型的なシステム構築例の例⽰

定性分析より

・事業性とレジリエンス性を考慮した適切な蓄電池容量の設定方法
・夜間需要の⼤きい⼯場等に対応したシステム構築方法
・より実態に近い需要規模の想定方法
・以上を踏まえた事業効果・採算性の両面を考慮した典型的なシステ
ム構築例の例⽰

定量分析より

・(新規開発エリアにおける)需要施設の計画的な整備
・施⼯段階における資材価格⾼騰、⻑納期化への対応

定性分析より

図2.12 本年度検討結果に基づく課題に関する追加的な⽰唆
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(３)対応課題の整理
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 本年度の調査で得られた全国展開に向けた課題に関する追加的な⽰唆に対し、対応策、その成果の掲載・公表方法について整理を⾏った。
 次ページ以降において、法規制に関する追加的な深堀・展開可能なモデルの定量分析を⾏う。

・法制度の適切な理解と法規制対応方法の提⽰
・事業内容に沿った適切な事業方式の選定（特定送配電等）

・事業性とレジリエンス性を考慮した適切な蓄電池容量の設定方法
・夜間需要の⼤きい⼯場等に対応したシステム構築方法
・より実態に近い需要規模の想定方法
・以上を踏まえた事業効果・採算性の両面を考慮した典型的なシステ
ム構築例の例⽰

・(新規開発エリアにおける)需要施設の計画的な整備
・施⼯段階における資材価格⾼騰、⻑納期化への対応

・完⼯事例を踏まえた典型的なシステム構築例の例⽰

自営線マイクログリッドに関わる
公表資料（はじめかたガイド）の更新

定量分析モデルの公表
による検討ツールの共有

・事業方式について整理済み
・その他法規制について追加的な深堀・
整理（次ページ以降参照）

・定性分析に基づく典型モデルの整理
（2.2 分析を参照）

・展開可能な事業モデルの想定と定量分
析（次ページ以降参照）

・事例に基づく対応策の整理
（1評価・助言、2.2 分析を参照） 補助事業のリスク評価事例の整理・公開

本業務の成果課題に関する追加的な⽰唆 本年度業務における対応策検討

図2.13 本年度業務における対応策検討
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(３)法規上の課題の深堀
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 自営線マイクログリッドにおいて、公道を使って自営線を設置する場合には道路交通法、道路法への対応が必要となる。
 自営線マイクログリッドは電気事業に当たると考えられるため、電気事業法ほか関係法令への対応も必要となる。
 電気事業法ほか関係法令に関連する規制等を協議先ごとに分類すると、「事業規制」「保安規制」「託送供給約款等による制約」の3つに整理される。
 事業規制において、電気事業の形態（電気の供給方法）が制限され、保安規制、託送供給約款等において、電⼒の安定供給、公共の安全確保等に抵触しないような保安

管理体制の構築、技術基準への適合等が求められる。

関連法令 規制等の種別 規制等への対応の⽅向性・課題 主な協議先

電気事業法ほか関係
法令

事業規制
• 電気事業法や関連する経済産業省令等に抵触する電気事業※1でないか確認する必要がある。
• 自営線により電気を供給する場合、いわゆる自家発自家消費、特定供給、登録特定送配電事業となるかを

確認する必要があるが、当初想定から電⼒供給方法の変更を余儀なくされる場合、事業体組成等によるス
ケジュールの遅れや追加的なコストが発生する可能性がある。

地方経済産業局
（登録特定送配電の場
合は資源エネルギー庁）

保安規制
• 設置する電気⼯作物が、電気事業法や関連する経済産業省令等に抵触し電⼒の安定供給、公共の安全

確保等に悪影響を与えるものでないか、適切な保安管理体制が構築されているか確認する必要がある。※2

• 設置する電気⼯作物の状況に合わせ、追加的な措置や保安管理体制の充実化が必要となる場合、スケ
ジュールの遅れや追加的なコストが発生する可能性がある。

産業保安監督部

託送供給約款等によ
る制約

• 電⼒の安定供給という観点から、設置する電気⼯作物が、託送供給約款や系統連系に必要となる技術要
件等を満たした問題ないものであることを確認する必要がある。※3

• 設置する電気⼯作物の状況に合わせ、追加的な措置が必要となる場合、スケジュールの遅れや追加的なコス
トが発生する

⼀般送配電事業者

関連法令 許認可手続等の種別 許認可⼿続等への対応の⽅向性

道路交通法 ①道路使用許可⼿続
②制限外積載許可⼿続

①設置⼯事、作業の際に道路を使用する場合には⼿続が必要となる。
②運搬時に、⾞両の積載物の重量、⼤きさ⼜は積載方法の制限を超えて運転する場合には⼿続が必要となる。

道路法
道路の占用許可⼿続等 ①道路区域内で⼀定の施設の設置や施⼯をするために、道路を占用する場合には⼿続等が必要となる。

②発電設備の新設にあたり、設備への⾞両出⼊⼝を設けるための道路に関する⼯事を⾏う場合には⼿続等が必要となる。
道路法に基づく⾞両制限 重量、寸法（幅、⾼さ、⻑さ⼜は最小回転半径）が⾞両制限令で定める最⾼限度を超える⾞両を通⾏させる場合に⼿続等が必要となる。

＜公道を使って自営線を設置する場合に関連する関連法令及び許認可⼿続等への対応の方向性＞

＜電気事業に関連する関連法令及び規制等の種別と対応の方向性＞

表2.17 公道に自営線を設置する際の関連法令と対応の⽅向性

表2.18 電気事業に関連する関連法令と対応の⽅向性

※1 資源エネルギー庁「電気事業法の解説」では、電気事業とは「営利の意思を持って反復継続して電気を供給すること」とされている。
※2 「電気事業法」の第39条の技術基準適合義務、第40条の技術基準適合命令、第42条の保安規定作成・届出・遵守義務、第43条の主任技術者選任義務・職務誠実義務の確認が必要。
※3 技術要件以外のものとして、⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款等の技術要件の確認を⾏い系統接続の検討が必要。
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 電気事業法ほか関係法令による電⼒供給方法の変更に伴い、事業開始前後の負担を整理すると、自家発自家消費＜特定供給＜登録特定送配電の順に負担が⼤きくなる
ものと考えられる。

 事業化に向けた当初から電⼒供給方法の変更があった場合、 事業体組成や契約に向けた調整等により事業開始までのスケジュールが遅延する可能性があり、運用上の負担
等により事業採算性が悪化する恐れがある。

自家発自家消費 特定供給 登録特定送配電

定義等 自営線を整備し、自ら発電した電気を自団体の
需要施設等へ直接供給する方式

電気を有償で供給する事業（⼀の建物内⼜は
経済産業省令で定める構内に電気を供給する
ための発電設備により電気を供給するときや、小
売電気事業、⼀般送配電事業⼜は特定送配
電事業の用に供するための電気を供給するときを
除く）

自らが維持・運用する送電用及び配電用の電
気⼯作物により特定の供給地点において小売供
給⼜は他の小売電気事業者等に託送供給を
⾏う事業

事業開始前の負担
（事業体組成、契約等）

なし
（事業開始のための事業体は不要）

小
（事業開始のために特定供給事業者と需要家

の間での契約が必要）

⼤
（事業開始のために小売電気事業者登録、特
定送配電事業者届出、需要家と契約が必要）

事業開始後の負担
（運用上の負担等）

小
（自身の電気⼯作物の運用が必要）

小〜中
（自⼰保有電源の運用が必要）

⼤
（需要と供給の同時同量が必要）

表2.19 電⼒供給⽅法ごとの事業開始前後の負担の概要

出典︓資源エネルギー庁「資料2 電⼒システムの分散化と電源投資」（2020年9月 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な電⼒システム構築小委員会 第6回）に加筆してパシフィックコンサ
ルタンツ（株）作成
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自営線

系統
引込

自らの施設⼜は
密接関係を有する者の施設

系統
引込

逆潮流
×

更に追加で
専ら⼀つの施設
⼜は構内

自営線

系統
引込

⼀つの施設⼜は構内

系統
引込

⼀つの施設⼜は構内

自営線

系統
引込

制限なし
（第三者への供給が可能）

登録届出送
配電事業者

●自家発自家消費 ●特定供給事業

●登録特定送配電事業

逆潮流の
有無によらない

逆潮流の
有無によらない

逆潮流の
有無によらない

出典︓パシフィックコンサルタンツ（株）作成

電⼒供給方法を選定する際の考え方のフローに基き、各供給方法の形を模式的に⽰したのが以下のイメージ図である。
（参考）電⼒供給⽅法のイメージ

自⼰保有電源で相⼿方の需要の５割以上の供給能⼒を確保していることが必要

⼀つの施設⼜は構内

※追加で専ら⼀つの施設⼜は構内に
供給する場合は逆潮流が不可になる

※追加で専ら⼀つの
施設⼜は構内に供
給する場合で逆潮
流も⾏う場合は特定
供給になる

※追加で2つ以上の
自ら⼜は密接な関係を
有するものの施設⼜は
構内に供給する場合は
特定供給になる

逆潮流の
有無によらない

発電施設のみ

※追加で2つ以上の
第三者を含む施設⼜は
構内に供給する場合は
登録特定送配電になる

自営線

系統
引込

逆潮流
○

更に追加で
専ら⼀つの施設⼜は構内

⼀つの施設⼜は構内

自営線

図2.14 電⼒供給⽅法のイメージ
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自家発自家消費 特定供給事業 登録特定送配電事業

定義等 自営線を整備し、自ら発電した電気を自団体の需要施設
等へ直接供給する方式

電気を有償で供給する事業（⼀の建物内⼜は経済産
業省令で定める構内※1に電気を供給するための発電設
備により電気を供給するときや、小売電気事業、⼀般
送配電事業⼜は特定送配電事業の用に供するための
電気を供給するときを除く）

自らが維持・運用する送電用及び配電用の電気⼯作
物により特定の供給地点において小売供給⼜は他の小
売電気事業者等に託送供給を⾏う事業

許認可 不要 経済産業⼤臣の許可
（供給の相⼿方・場所）

経済産業⼤臣の登録（小売電気事業者）
経済産業⼤臣への届出（供給地点）

主な審査基準 特になし
•相⼿方と密接な関係※2を有すること
•相⼿方の需要に応ずる供給⼒※3を確保していること
•場所をそのエリアに含む⼀般送配電事業者の需要家
の利益を阻害するおそれがないこと

•電気⼯作物を事業の用に供することにより、同地点を
そのエリアに含む⼀般送配電事業者の需要家の利益
を著しく阻害するおそれがないこと※4

供給対象 自らの需要施設等 （許可を受けた）供給地点の需要 （届け出た）特定の需要
契約関係 特に無し 有り（特定供給事業者と需要家の間） 有り（登録特定送配電事業者と需要家の間）

再エネ賦課⾦ 無し 無し 有り

備考 •電気事業法に規定された電気事業ではないため、事業の許
可等はない － •小売電気事業者等と契約している場合は、託送供給義務

•電圧・周波数維持義務

出典
※1︓「電気事業法施⾏規則」第45条第22項 ※2, 3︓「電気事業法施⾏規則」第45条第24項、「電気事業法に基づく経済産業⼤臣の処分に係る審査基準等」第1審査基準（26）
※4︓「電気事業法に基づく経済産業⼤臣の処分に係る審査基準等」第2処分の基準（48）

※2【密接な関係】 生産⼯程における関係、資本関係、人的関係等を有する、取引等により⼀の企業に準ずる関係を有する、（自営線の場合）共同して組合を設⽴している場合等
※3【自己保有電源の確保】 自⼰保有設備が、相⼿方の需要の５割以上に応ずることが可能であれば、残りを小売電気事業者からの電気の供給で賄うことが可能。自⼰保有設備のうちには、他の事業者が維

持運用する発電設備や蓄電池が併設された太陽光発電設備、風⼒発電設備や燃料電池発電設備を含めることが可能。
※4【特定送配電届出の審査基準】（抄）全てに該当している場合、特定送配電事業の届出内容の変更⼜は中⽌命令が出る場合がある

（33）① 届出に係る供給地点を供給区域に含む⼀般送配電事業者が維持し、及び運用する基幹送電線と同等かそれ以上の電圧階級であり、かつ、こう⻑が10km以上の規模を有している場合
② 届出に係る供給地点のいずれかにおいて、届出がなされた時点からさかのぼる⼀定の期間内に、⼀般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用⼜は配電用の電気⼯作物が敷設されている場合
③ ⼀般送配電事業者の送電用⼜は配電用の電気⼯作物の利用効率が著しく悪化し、⼀般送配電事業の遂⾏そのものに明らかな⽀障が生じるおそれがある場合

※1【経済産業省令で定める構内】 客観的な遮断物によって明確に区画された⼀の構内⼜は隣接する複数の構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が⾼いもの
出典︓資源エネルギー庁「資料2 電⼒システムの分散化と電源投資」（2020年9月 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な電⼒システム構築小委員会 第6回）より作成

（参考）電⼒供給⽅法の定義
各電⼒供給方法の定義について、法的な条件も含めて参考に⽰す。

表2.20 電⼒供給⽅法の定義等一覧
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 展開可能な事業モデルとして、地方と都市のそれぞれにおいて太陽光発電活用モデル（以下、太陽光モデル）と複合電源モデルを想定（計4パターンを想定）した。
 太陽光モデルはシンプルで汎用性の⾼いモデルであり、技術的に設備導⼊が⽐較的容易で、設備費用も⽐較的安価と考えられる太陽光発電を中⼼にしたシステム構成となって

いる。
 複合電源モデルは、太陽光発電設備単体よりも⾼い再エネ自給率とレジリエンス性の⾼いシステムとして安定電源を導⼊する場合を想定した。

①展開可能なモデル例の想定

｜地方のモデル例 ｜都市のモデル例

図2.15 地⽅の太陽光モデルと複合電源モデルのイメージ 図2.16 都市の太陽光モデルと複合電源モデルのイメージ
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 これまでに調査した事例等を参考とし電⼒需要の規模や種類、また、供給設備の規模等を設定した。
 複合電源モデルにおいては、太陽光発電に加え、地方においては小水⼒発電を、都市部においては廃棄物発電を電源としてそれぞれ想定した。

②展開可能なモデル例

項目 地⽅太陽光
モデル

地⽅複合電源
モデル

電⼒需要 事務所（標準）︓2,000m2

体育館︓5,000m2

発電設備 太陽光︓500kW ※2 太陽光︓500kW ※2

小水⼒︓20kW ※3

蓄電設備 蓄電池︓300kWh ※4 蓄電池︓400kWh ※4

自営線設備 架空︓1,000m 架空︓1,000m

エネマネ設備 EMS︓有
その他 補助率︓２/３ ※5

※１︓事例等を参照した仮定の設定値
※２︓年間の電⼒需要の最⼤値と同程度の容量を想定
※３︓年間の電⼒需要の最低値と同程度の容量を想定
※４︓余剰電⼒が発生しない最小容量を想定
※５︓環境省の「令和5年度 TPO モデルによる建物間融通モデル創出事業」と同等の補助率を想定

なお、同補助は地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定の締結が必要

※１︓事例等を参照した仮定の設定値
※２︓年間の電⼒需要の最⼤値と同程度の容量を想定
※３︓年間の電⼒需要の最低値と同程度の容量を想定

（廃棄物処理施設の近傍で自営線マイクログリッドを構築し、余剰分は外部に送電することを想定）
※４︓余剰電⼒が発生しない最小容量を想定
※５︓環境省の「令和5年度 TPO モデルによる建物間融通モデル創出事業」と同等の補助率を想定

なお、同補助は地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定の締結が必要

項目 都市太陽光
モデル

都市複合電源
モデル

電⼒需要
事務所（OA型）︓7,000m2

病院︓8,000m2

ホテル︓10,000m2

発電設備 太陽光︓1,600kW※2 太陽光︓1,600kW ※2

廃棄物︓200kW ※3

蓄電設備 蓄電池︓1,000kWh※4 蓄電池︓1,000kWh※4

自営線設備 架空︓1,000m 架空︓1,000m
地中︓1,000m

エネマネ設備 EMS︓有
その他 補助率︓２/３ ※5

表2.21 地⽅における太陽光モデルと複合電源モデルの入⼒情報※１ 表2.22 都市における太陽光モデルと複合電源モデルの入⼒情報※１
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 地方太陽光モデルと地方複合電源モデルの検討例のいずれも、補助⾦（補助率2/3）を活用し、需要と供給のバランスがとれている場合は、事業性の確保が可能であることが確認できた。
 地方太陽光モデルは、発電設備が太陽光発電単体であることや蓄電池容量が小さいため、地方複合電源モデルと⽐べてイニシャルコストやランニングコストが安価になった。
 地方太陽光モデルは、地方複合モデルと⽐べて、環境性の効果が小さい結果となった。地方複合電源モデルでは小水⼒発電によって夜間も電⼒供給が可能であることから、CO2排出削減量や

再エネ自給率が向上するためと考えられる。ただし、安定電源の規模が⼤きいと夜間に余剰電⼒が生じ、経済性に影響が出る可能性があるため、最低需要を確認して設備規模を設定すること
が重要と考えられる。

 地方太陽光モデルと複合電源モデルの経済性の効果に⼤きな差は確認されなかった。地方複合電源モデルでは小水⼒発電の導⼊や蓄電池が⼤きくなることにより設備の費用が増加するが、夜
間も電⼒供給が可能なことから電⼒購⼊費の削減効果も⼤きくなるためと考えられる。

 地方太陽光モデルは、地方複合電源モデルと⽐べて、防災性の効果は小さい結果となった。地方複合電源モデルでは小水⼒発電の追加導⼊と蓄電池が⼤きくなることにより防災性が向上した
と考えられる。

③地⽅太陽光モデルと地⽅複合電源モデルを定量評価した結果

項目 地⽅太陽光
モデル

地⽅複合電源
モデル

電⼒需要量 1,954 千kWh 1,954 千kWh
発電電⼒量 484 千kWh 661 千kWh
充放電量 3.5 千kWh 6.8 千kWh
イニシャルコスト※6 73.2 百万円 99.1 百万円
ランニングコスト 3.6 百万円/年 5.1 百万円/年
CO2排出削減量 213 t 292 t
再エネ自給率 24.7 ％ 33.8 ％
P-IRR 4.4 ％ 4.3 ％
投資回収年 15 年 15 年
エネルギー自⽴度
(kW, kWh)

kW︓73.2 ％
kWh︓78.3 ％

kW︓97.9 %
kWh︓104.7 ％

項目 地⽅太陽光
モデル

地⽅複合電源
モデル

電⼒需要 事務所（標準）︓2,000m2

体育館︓5,000m2

発電設備 太陽光︓500kW ※2 太陽光︓500kW ※2

小水⼒︓20kW ※3

蓄電設備 蓄電池︓300kWh ※4 蓄電池︓400kWh ※4

自営線設備 架空︓1,000m 架空︓1,000m

エネマネ設備 EMS︓有

その他 補助率︓２/３ ※5

※１︓事例等を参照した仮定の設定値
※２︓年間の電⼒需要の最⼤値と同程度の容量を想定
※３︓年間の電⼒需要の最低値と同程度の容量を想定
※４︓余剰電⼒が発生しない最小容量を想定
※５︓環境省の「令和5年度 TPO モデルによる建物間融通モデル創出事業」と同等の補助率を想定

なお、同補助は地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定の締結が必要
※６︓補助⾦を差し引いた値 ※７︓ある特定の⼀日の需要曲線の例を⽰しており、実際に評価を⾏う際は、平日・休日や季節ごとの需要の変動を把握しておくことでより実態に近い事業性の検討を⾏うことができる

環
境
性
経
済
性
防
災
性

表2.23 定量分析モデルへの入⼒情報※１ 表2.24 定量評価の結果

図２.17 地⽅太陽光モデルの電⼒需給曲線の例※7

図2.18 地⽅複合電源モデルの電⼒需給曲線の例※7
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(２)モデルの定量評価
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 都市太陽光モデルと都市複合電源モデルの検討例のいずれも、補助⾦（補助率2/3）を活用し、需要と供給のバランスがとれている場合は、事業性の確保が可能であることが確認できた。
 本検討例の都市複合電源モデルでは、近隣に廃棄物発電施設があることを想定した。廃棄物発電施設から自営線で系統電⼒よりも安価な電⼒（託送料⾦や再エネ賦課⾦等を除いた価

格）を購⼊することで経済的メリットが生じ、都市太陽光モデルと⽐べて、経済性（P-IRR、投資回収年）が向上する結果となった。
 都市は地方と⽐べてエネルギー密度が⾼いため、小さいエリアで⼤規模な電⼒需要の確保が可能であり、自営線等のインフラ設備を地方よりも⽐較的効率的に導⼊でき、より経済性の⾼い

システムを構築できる可能性がある。
※ なお、定量分析モデルにおいて、廃棄物発電は「セクターカップリング」としての取り扱いとなり、環境性と防災性の指標に含まれない計算の仕様となっているため、定量評価の結果として両モデルに環境性と防災性の差は⾒られな

かった。しかし、都市複合電源モデルでは、廃棄物発電の活用について詳細検討する段階で、廃棄物エネルギー利活用によるCO2削減効果や、災害時の電⼒供給等を検討することで環境性と防災性の⾼いシステムが構築でき
ると考えられる。

④都市太陽光モデルと都市複合電源モデルを定量評価した結果の例

項目 都市太陽光
モデル

都市複合電源
モデル

電⼒需要量 6,376 千kWh 6、376 千kWh
発電電⼒量 1,548 千kWh 1,548 千kWh
充放電量 16 千kWh 16 千kWh
イニシャルコスト※6 199.9 百万円 218.7百万円
ランニングコスト 11.2 百万円/年 12.1 百万円/年
CO2排出削減量※7 683 t 683 t
再エネ自給率※7 24.3 ％ 24.3 ％
P-IRR 6.0 ％ 9.8 ％
投資回収年 13 年 9 年
エネルギー自⽴度
(kW, kWh) ※7

kW︓68.8 ％
kWh︓73.8 ％

kW︓68.8 ％
kWh︓73.8 ％

項目 都市太陽光
モデル

都市複合電源
モデル

電⼒需要
事務所（OA型）︓7,000m2

病院︓8,000m2

ホテル︓10,000m2

発電設備 太陽光︓1,600kW※2 太陽光︓1,600kW ※2

廃棄物︓200kW ※3

蓄電設備 蓄電池︓1,000kWh※4 蓄電池︓1,000kWh※4

自営線設備 架空︓1,000m 架空︓1,000m
地中︓1,000m

エネマネ設備 EMS︓有
その他 補助率︓２/３ ※5
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表2.25 定量分析モデルへの入⼒情報※１ 表2.26 定量評価の結果

図2.19 都市太陽光モデルの電⼒需給曲線の例※8

図2.20 都市複合電源モデルの電⼒需給曲線の例※8

※１︓事例等を参照した仮定の設定値
※２︓年間の電⼒需要の最⼤値と同程度の容量を想定
※３︓年間の電⼒需要の最低値と同程度の容量を想定

（廃棄物処理施設の近傍で自営線マイクログリッドを構築し、
余剰分は外部に送電することを想定） ※４︓余剰電⼒が発生しない最小容量を想定

※５︓環境省の「令和5年度 TPO モデルによる建物間融通モデル創出事業」の補助率を想定、ただし、地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定の締結が必要 ※６︓補助⾦を差し引いた値
※７︓定量分析モデルでは廃棄物発電による発電電⼒量は考慮しない仕様 ※８︓ある特定の⼀日の需要曲線の例を⽰しており、実際に評価を⾏う際は、平日・休日や季節ごとの需要の変動を把握しておくことでより実態に近い事業性の検討を⾏うことがで

きる
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２. 地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

 新たな社会動向としては、我が国では2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しており、2050年カーボンニュートラルと整合的で野⼼的な目標として、
2030年度に温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指すことを表明している。

 この取組の⼀環として、分散型エネルギーの導⼊や再エネ等の地域資源を生かす自律分散型の地域づくり等が挙げられ、これらの取組は、経済循環や防災減災の向上等の地域課
題の解決に貢献できると考えられる。

 脱炭素を推し進めるモデルとして、2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先⾏地域」をつくる予定であり、第４回時点では74提案が脱炭素先⾏地域として選定されている。
 本業務で検討・整理を進めている、「自営線マイクログリッド」の意義としては、「脱炭素化」、「レジリエンス向上」、「地域経済活性化」といった地域課題解決につながる⼿段という理

解であり、上述した取組と親和性が⾼い。

出典︓環境省 「脱炭素先⾏地域づくりガイドブック（第５版）」
＜https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/boshu.html＞

①脱炭素先⾏地域と自営線マイクログリッド (３)新たな社会動向に対する自営線マイクログリッドの⽅向性

出典︓環境省 「脱炭素先⾏地域づくりガイドブック
（第５版）」
＜https://policies.env.go.jp/policy 
/roadmap/preceding-
region/boshu.html ＞

出典︓環境省ウェブサイト
＜https://policies.env.go.jp/policy/ 
policy/roadmap/preceding-
region/#about ＞
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2. 地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

②脱炭素先⾏地域の取組との連携、配電事業等の地域エネルギーマネジメント事業との連携を含めたセクターカップリングの⽅向性

 自営線マイクログリッドは経済的な観点（設備費の増⼤等）から単独での脱炭素化が困難であることから、脱炭素化を目的として自営線マイクログリッド外部の取組と組み合わせる
（セクターカップリング）するという方向性が有効と考えられる。

 自営線マイクログリッドの外部の取組に関しては、例えば、新規の再エネ設備からの調達（オフサイトPPA等）、卒FIT電源からの調達、既存の再生可能エネルギーや水素等を活用
した安定電源からの調達、余剰電⼒が発生した取組からの調達（他の自営線マイクログリッド、オンサイトに設置した再エネ設備からの余剰電⼒等）等が考えられる。

 自営線マイクログリッドは、外部から脱炭素な電⼒を効率的に調達するために、マイクログリッド内の需給調整可能なリソース（蓄電設備、出⼒調整可能な発電設備、デマンドレスポ
ンス）による、外部との取組と協調した運用を実現するための需給調整（エネルギーマネジメント）を実施することが考えられる。

 また、既存の電⼒系統と協調し需給調整を⾏うことは、既存系統の効率的な活用に貢献し、系統制約の解消につながることから、地域への新規再エネ設備の設置可能容量の増加
等、更なる脱炭素の促進も可能である。地域のローカルな系統制約を解消する方法としては配電事業の活用も考えられる。

(３)新たな社会動向に対する自営線マイクログリッドの⽅向性

図2.21 自営線マイクログリッドの今後の取組イメージ
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2.5 概要資料の作成

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

（１）概要資料の位置付け

 概要資料の位置付け・目的について、昨年度までの成果も統合する形とすることを念頭に、以下のとおり検討した。
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1) 概要資料の位置付け・目的（案）

本資料は、地域の再エネを活用した分散型
エネルギーを検討する際に、自営線マイクログ
リッドが選択肢となり得るかどうかの判断のポ
イント、自営線マイクログリッドの基本構成や
一般的なモデル、事業構築の進め⽅を解説す
るとともに参考となる事例を紹介し、自営線マ
イクログリッドの事業を検討する際に役⽴てて
いただくことを目的とする。

本資料は、分散型エネルギーシステムが選択肢となり得るかどうかの判断の
ポイントについて解説するとともに、地域の特性に応じたシステム構成の例を⽰す
ことによって、分散型エネルギーシステムが比較検討の対象となる事業を増やし、
普及を促進することを目的とする。

本資料は、分散型エネルギーシステムの事業を検討される方のために、企画構
想や調査・計画時に検討する基本的な事項に焦点を当てて解説している。

本概要資料は、「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」の
総括的な整理として、地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシス
テムに関するこれまでの⽀援事例の実態に即した成果の取りまとめを⾏うとともに、
課題や展開可能なモデルを提⽰することで、全国への⽔平展開に寄与するため
のものである。

「概要資料」の当初想定していた目的

令和４年度業務成果「地域の再エネを活用した地産地消の分散型エネル
ギーシステムについて〜自営線を活用したモデルの概要と事例〜」（以下「概
要と事例」という。）の目的

令和４年度業務成果「地域の再エネを活用した地産地消の分散型エネル
ギーシステムの普及に向けて〜分散型エネルギーシステムの⽐較検討に関する
参考資料〜」（以下「普及に向けて」という。）の目的

＜参考＞昨年度成果及び今年度当初想定の内容

• 概要資料の位置付け・目的（案）

•分散型エネルギーシステムが選択肢
となり得るかどうかの判断のポイント

•事業構築の進め方
•事例

•典型的なモデルやあり方
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２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

（１）概要資料の位置付け

 概要資料の想定読者、タイトルについて、昨年度までの成果も統合する形とすることを念頭に、以下のとおり検討した。
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2)想定読者

地域の脱炭素化を推進していく⽴場にある地⽅公共団体や⺠間事業者の担当者であって、これから再エネ調達⽅法や自営線マイクログリッドの地域
での導入や普及展開を考える⽅を対象として想定する。

3) タイトル

 「地域再エネを活用した地産地消の自営線マイクログリッドのはじめかたガイド」



2.5 概要資料の作成

２．地域再エネを活用した地産地消の分散型エネルギーシステムに関する総括

（2）概要資料の構成案の再整理

 概要資料の構成案について、昨年度までの成果も統合する形とすることを念頭に、以下のとおり再整理した。
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項目 内容 頁数 作成⽅針

資料の概要 資料の目的や使い方について記載 2頁 •昨年度成果「概要と事例」の「本資料の概要」を基に作成

Ⅰ. 自営線マイクログリッドとは 自営線マイクログリッドの定義や意義・メリット等を記載 4頁 •昨年度成果「概要と事例」の「Ⅰ 分散型エネルギーシステムのすすめ」を基に今年度
の分析を踏まえて作成

Ⅱ.自営線マイクログリッドと
その他の再エネ調達方法

地域の脱炭素化に向けて再エネの導⼊を検討する際に、ど
のようなケースで自営線マイクログリッドが有効なのかを解説 5頁

•昨年度成果「普及に向けて」の「１. 再エネ調達方法の検討」、「２. システム検討の
ポイント」を基に今年度の分析を踏まえて作成

Ⅲ.自営線マイクログリッドの
基本構成

自営線マイクログリッドとはどのようなものか、構成する主な要
素や事業の例について解説 4頁

•昨年度成果「普及に向けて」で⽰した基本構成を今年度の分析を踏まえて精査
•自営線マイクログリッドとはどのようなものか事業の例について掲載

Ⅳ.事業構築の進め方
事業の方向性を定める企画構想と調査・計画フェーズを対
象として、事業構築の検討の進め方や留意すべきポイントを
解説

18頁
•昨年度成果「概要と事例」の「Ⅱ 事業構築の進め方」を基に今年度の分析を踏まえ
て作成

Ⅴ.リスクの事前評価 事業を実施する上で考えておくべきリスクとその対応策につい
て解説 4頁

•事業を実施する前に評価しておくべき項目の整理として、仕様書(1)補助事業の評
価・改善にて作成した事前評価シートを掲載

Ⅵ.自営線マイクログリッドの
モデル検討例

事業性を考慮した自営線マイクログリッドのモデル検討例や、
ツールを用いてモデルを評価した例を紹介 5頁

• モデル検討例は、昨年度成果「普及に向けて」で⽰したモデルを今年度の分析を踏ま
えて精査
• モデル検討例について、定量分析モデルによる評価の例を掲載

参考資料 自営線マイクログリッドの事例、事業の検討を進める際に参考
となる資料を紹介 19頁

•事例は、昨年度成果「概要と事例」の「Ⅲ 分散型エネルギーシステムの事例」で掲載
した事例に、本年度整理した採択事例等を追加し、既存事例も必要に応じて更新
•参考となる資料は、昨年度成果の「概要と事例」の参考資料を基に作成

合計 61頁

表2.27 概要資料構成
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